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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ランダム・アクセス可能なＩピクチャに符号化順で後に続くピクチャ群のピクチャであ
って、複数の階層のうちの何れかに属するピクチャごとに、当該ピクチャが属する階層よ
り高い階層に属する他のピクチャを参照することなく、動画像を符号化する画像符号化方
法であって、
　前記動画像に含まれる複数のピクチャのうちの一部の複数のピクチャであって、前記複
数の階層のうちの最も高い階層に属していない複数の下層ピクチャの、それぞれの復号時
刻が等間隔になるように、かつ、符号化された前記動画像に含まれる複数のピクチャが復
号される場合と、前記複数のピクチャのうちの前記複数の下層ピクチャのみが復号される
場合との間で、前記複数の下層ピクチャのそれぞれが復号されるタイミングが同一となる
ように、前記動画像に含まれる複数のピクチャのそれぞれの復号時刻を設定し、
　設定された前記復号時刻に応じた符号化順にしたがって、前記動画像に含まれる複数の
ピクチャのそれぞれを符号化し、
　符号化された前記複数のピクチャと、前記複数のピクチャのそれぞれに対して設定され
た復号時刻とを含む符号化ストリームを生成し、
　最も低い階層に属していない複数のピクチャは双方向参照予測ピクチャを含み、
　前記ピクチャ群に属する全てのピクチャの復号時刻は、前記ピクチャ群よりも表示順で
後の後方Ｉピクチャから表示順で後に続く全てのピクチャの復号時刻よりも前である、
　画像符号化方法。
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【請求項２】
　ランダム・アクセス可能なＩピクチャに符号化順で後に続くピクチャ群のピクチャであ
って、複数の階層のうちの何れかに属するピクチャごとに、当該ピクチャが属する階層よ
り高い階層に属する他のピクチャを参照することなく、動画像を符号化する画像符号化装
置であって、
　前記動画像に含まれる複数のピクチャのうちの一部の複数のピクチャであって、前記複
数の階層のうちの最も高い階層に属していない複数の下層ピクチャの、それぞれの復号時
刻が等間隔になるように、かつ、符号化された前記動画像に含まれる複数のピクチャが復
号される場合と、前記複数のピクチャのうちの前記複数の下層ピクチャのみが復号される
場合との間で、前記複数の下層ピクチャのそれぞれが復号されるタイミングが同一となる
ように、前記動画像に含まれる複数のピクチャのそれぞれの復号時刻を設定する設定部と
、
　設定された前記復号時刻に応じた符号化順にしたがって、前記動画像に含まれる複数の
ピクチャのそれぞれを符号化する符号化部と、
　符号化された前記複数のピクチャと、前記複数のピクチャのそれぞれに対して設定され
た復号時刻とを含む符号化ストリームを生成する生成部とを備え、
　最も低い階層に属していない複数のピクチャは双方向参照予測ピクチャを含み、
　前記ピクチャ群に属する全てのピクチャの復号時刻は、前記ピクチャ群よりも表示順で
後の後方Ｉピクチャから表示順で後に続く全てのピクチャの復号時刻よりも前である、
　画像符号化装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像を階層符号化する画像符号化方法、および階層符号化された画像を復号
する画像復号方法などに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、画像を階層符号化する画像符号化方法、および、その階層符号化によって符号化
された画像を復号する画像復号方法が提案されている（例えば、非特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００３】
【非特許文献１】Ｊｏｉｎｔ　Ｃｏｌｌａｂｏｒａｔｉｖｅ　Ｔｅａｍ　ｏｎ　Ｖｉｄｅ
ｏ　Ｃｏｄｉｎｇ　（ＪＣＴ－ＶＣ）　ｏｆ　ＩＴＵ－Ｔ　ＳＧ１６　ＷＰ３　ａｎｄ　
ＩＳＯ／ＩＥＣ　ＪＴＣ１／ＳＣ２９／ＷＧ１１　１２ｔｈ　Ｍｅｅｔｉｎｇ：　Ｇｅｎ
ｅｖａ，　ＣＨ，　１４－２３　Ｊａｎ．　２０１３　ＪＣＴＶＣ－Ｌ１００３＿ｖ３４
．ｄｏｃ，　Ｈｉｇｈ　Ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ　Ｖｉｄｅｏ　Ｃｏｄｉｎｇ　（ＨＥＶＣ
）　ｔｅｘｔ　ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｄｒａｆｔ　１０　（ｆｏｒ　ＦＤＩＳ　
＆　Ｌａｓｔ　Ｃａｌｌ）　ｈｔｔｐ：／／ｐｈｅｎｉｘ．ｉｔ－ｓｕｄｐａｒｉｓ．ｅ
ｕ／ｊｃｔ／ｄｏｃ＿ｅｎｄ＿ｕｓｅｒ／ｄｏｃｕｍｅｎｔｓ／１２＿Ｇｅｎｅｖａ／ｗ
ｇ１１／ＪＣＴＶＣ－Ｌ１００３－ｖ３４．ｚｉｐ
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記非特許文献１の画像符号化方法および画像復号方法では、処理負荷
が高いために、画像に対して効率的に処理を行うことができないという問題がある。
【０００５】
　そこで、本発明は、処理負荷を抑えることができる画像符号化方法および画像復号方法
を提供する。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
　本発明の一態様に係る画像符号化方法は、ランダム・アクセス可能なＩピクチャに符号
化順で後に続くピクチャ群のピクチャであって、複数の階層のうちの何れかに属するピク
チャごとに、当該ピクチャが属する階層より高い階層に属する他のピクチャを参照するこ
となく、動画像を符号化する画像符号化方法であって、前記動画像に含まれる複数のピク
チャのうちの一部の複数のピクチャであって、前記複数の階層のうちの最も高い階層に属
していない複数の下層ピクチャの、それぞれの復号時刻が等間隔になるように、かつ、符
号化された前記動画像に含まれる複数のピクチャが復号される場合と、前記複数のピクチ
ャのうちの前記複数の下層ピクチャのみが復号される場合との間で、前記複数の下層ピク
チャのそれぞれが復号されるタイミングが同一となるように、前記動画像に含まれる複数
のピクチャのそれぞれの復号時刻を設定し、設定された前記復号時刻に応じた符号化順に
したがって、前記動画像に含まれる複数のピクチャのそれぞれを符号化し、符号化された
前記複数のピクチャと、前記複数のピクチャのそれぞれに対して設定された復号時刻とを
含む符号化ストリームを生成し、最も低い階層に属していない複数のピクチャは双方向参
照予測ピクチャを含み、前記ピクチャ群に属する全てのピクチャの復号時刻は、前記ピク
チャ群よりも表示順で後の後方Ｉピクチャから表示順で後に続く全てのピクチャの復号時
刻よりも前である。
【０００７】
　なお、これらの包括的または具体的な態様は、システム、方法、集積回路、コンピュー
タプログラムまたはコンピュータ読み取り可能なＣＤ－ＲＯＭなどの記録媒体で実現され
てもよく、システム、方法、集積回路、コンピュータプログラムおよび記録媒体の任意な
組み合わせで実現されてもよい。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の画像符号化方法および画像復号方法は、処理負荷を抑えることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１Ａ】図１Ａは、ＨＥＶＣによる時間スケーラビリティを実現するための一例を示す
図である。
【図１Ｂ】図１Ｂは、ＨＥＶＣによる時間スケーラビリティを実現するための他の例を示
す図である。
【図２】図２は、１２０ｆｐｓの符号化ストリームを復号することができないという課題
を説明するための図である。
【図３】図３は、実施の形態１における画像符号化装置を説明するための図である。
【図４】図４は、実施の形態１における、３つの階層を用いて動画像を符号化する一例を
示す図である。
【図５】図５は、実施の形態１における、４つの階層を用いて動画像を符号化する一例を
示す図である。
【図６】図６は、実施の形態１における、３つの階層を用いて動画像を符号化する他の例
を示す図である。
【図７】図７は、実施の形態１における画像復号装置を説明するための図である。
【図８】図８は、実施の形態１の変形例１に係る、符号化ストリームを１２０ｆｐｓで再
生する際の、各ピクチャの復号順および表示順と、ＤＴＳおよびＰＴＳを示す図である。
【図９】図９は、実施の形態１の変形例１に係る画像復号装置の構成を示すブロック図で
ある。
【図１０】図１０は、実施の形態１の変形例１に係る画像復号装置が全階層のピクチャを
復号する際の動作の一例を示すフローチャートである。
【図１１】図１１は、実施の形態１の変形例２に係る、ＤＴＳを変更する一例を示す図で
ある。
【図１２】図１２は、実施の形態１の変形例３に係る、開放終端ランダムアクセス単位に
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おいて復号されるピクチャを説明するための図である。
【図１３】図１３は、実施の形態１の変形例３に係る画像復号装置が再生制御用の補助情
報に基づいて動画像を復号する動作の一例を示すフローチャートである。
【図１４】図１４は、実施の形態１の変形例４に係る、ＤＴＳまたはＰＴＳの変換の一例
を示す図である。
【図１５Ａ】図１５Ａは、本発明の一態様に係る画像符号化装置のブロック図である。
【図１５Ｂ】図１５Ｂは、本発明の一態様に係る画像符号化方法を示すフローチャートで
ある。
【図１５Ｃ】図１５Ｃは、本発明の一態様に係る画像復号装置のブロック図である。
【図１５Ｄ】図１５Ｄは、本発明の一態様に係る画像復号方法を示すフローチャートであ
る。
【図１６】図１６は、コンテンツ配信サービスを実現するコンテンツ供給システムの全体
構成図である。
【図１７】図１７は、デジタル放送用システムの全体構成図である。
【図１８】図１８は、テレビの構成例を示すブロック図である。
【図１９】図１９は、光ディスクである記録メディアに情報の読み書きを行う情報再生／
記録部の構成例を示すブロック図である。
【図２０】図２０は、光ディスクである記録メディアの構造例を示す図である。
【図２１Ａ】図２１Ａは、携帯電話の一例を示す図である。
【図２１Ｂ】図２１Ｂは、携帯電話の構成例を示すブロック図である。
【図２２】図２２は、多重化データの構成を示す図である。
【図２３】図２３は、各ストリームが多重化データにおいてどのように多重化されている
かを模式的に示す図である。
【図２４】図２４は、ＰＥＳパケット列に、ビデオストリームがどのように格納されるか
を更に詳しく示した図である。
【図２５】図２５は、多重化データにおけるＴＳパケットとソースパケットの構造を示す
図である。
【図２６】図２６は、ＰＭＴのデータ構成を示す図である。
【図２７】図２７は、多重化データ情報の内部構成を示す図である。
【図２８】図２８は、ストリーム属性情報の内部構成を示す図である。
【図２９】図２９は、映像データを識別するステップを示す図である。
【図３０】図３０は、各実施の形態の動画像符号化方法および動画像復号化方法を実現す
る集積回路の構成例を示すブロック図である。
【図３１】図３１は、駆動周波数を切り替える構成を示す図である。
【図３２】図３２は、映像データを識別し、駆動周波数を切り替えるステップを示す図で
ある。
【図３３】図３３は、映像データの規格と駆動周波数を対応づけたルックアップテーブル
の一例を示す図である。
【図３４Ａ】図３４Ａは、信号処理部のモジュールを共有化する構成の一例を示す図であ
る。
【図３４Ｂ】図３４Ｂは、信号処理部のモジュールを共有化する構成の他の一例を示す図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　（本発明の基礎となった知見）
　本発明者は、「背景技術」の欄において記載した、上記非特許文献１に関し、以下の問
題が生じることを見出した。
【００１１】
　ＭＰＥＧ－４　ＡＶＣ（Ｍｏｖｉｎｇ　Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ
－４　Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｖｉｄｅｏ　Ｃｏｄｉｎｇ）またはＨＥＶＣ（Ｈｉｇｈ　Ｅｆ
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ｆｉｃｉｅｎｃｙ　Ｖｉｄｅｏ　Ｃｏｄｉｎｇ）などの符号化方式においては、ピクチャ
を階層的に符号化することにより時間方向のスケーラビリティ（以下、時間スケーラビリ
ティという）を実現することができる。例えば、全てのピクチャを復号することにより、
１２０ｆｐｓでの再生が可能となり、特定の階層に属するピクチャのみを復号することに
より、６０ｆｐｓでの再生が可能となる。
【００１２】
　このような時間スケーラビリティを利用することで、特定の階層に属するピクチャのみ
を１２０ｆｐｓの間隔で復号することによる２倍速再生が可能となる。さらに、１２０ｆ
ｐｓの間隔で復号することに対応していない再生装置（以下、１２０ｆｐｓ非対応再生装
置という）では、１２０ｆｐｓの符号化ストリームを６０ｆｐｓで再生することができる
可能性がある。
【００１３】
　図１Ａと図１Ｂは、ＨＥＶＣによる時間スケーラビリティを実現するための一例を示す
図である。これらの図では、階層間の参照関係、及び、各ピクチャの復号順（つまり符号
化順）が示されている。
【００１４】
　図１Ａは、各ピクチャを３層構造により符号化する例を示す。図１Ａ中のＴＩｄは、Ｔ
ｅｍｐｏｒａｌ　ＩＤであって、階層を識別するための識別子である。また、Ｉは、Ｉピ
クチャ（画面内予測ピクチャ）を示し、ＰはＰピクチャ（例えば前方参照予測ピクチャ）
を示し、ＢはＢピクチャ（例えば双方向参照予測ピクチャ）を示す。また、Ｉ、Ｐおよび
Ｂのそれぞれの右隣に付随する数字は、それらのピクチャの表示順を示す。また、矢印は
ピクチャ間の参照関係を表し、例えば、ピクチャＢ２はピクチャＩ０とピクチャＰ４を参
照する。つまり、この階層間の参照関係では、ピクチャは、そのピクチャが属する階層よ
りも高い階層に属するピクチャを参照することなく、そのピクチャが属する階層と同じ階
層、または、その階層よりも低い階層に属するピクチャを参照して符号化される。ここで
、Ｔｅｍｐｏｒａｌ　ＩＤが０から２までの全ての階層のうちの何れかに属する各ピクチ
ャを復号すると、フレームレートは１２０ｆｐｓになる。この場合、Ｔｅｍｐｏｒａｌ　
ＩＤが０から１までの何れかの階層に属する各ピクチャを復号すると、フレームレートは
６０ｆｐｓとなる。
【００１５】
　図１Ｂは、各ピクチャを４層構造により符号化する例を示す。この場合は、Ｔｅｍｐｏ
ｒａｌ　ＩＤが０から３までの全ての階層の何れかに属する各ピクチャを復号すると、フ
レームレートは１２０ｆｐになる。この場合にも、Ｔｅｍｐｏｒａｌ　ＩＤが０から２ま
での何れかの階層に属する各ピクチャを復号すると、フレームレートは６０ｆｐｓとなる
。
【００１６】
　上述のように、１２０ｆｐｓ非対応再生装置は、時間スケーラビリティを用いることに
より、つまり、１２０ｆｐｓの符号化ストリームにおける一部の階層に属するピクチャの
みを復号することにより、６０ｆｐｓの再生を実現することができる可能性がある。
【００１７】
　しかしながら、この場合であっても、１２０ｆｐｓ非対応再生装置は、１／６０秒より
も短い間隔で各ピクチャを復号しなければならない場合がある。したがって、１２０ｆｐ
ｓ非対応再生装置は、時間スケーラビリティを用いても、各ピクチャを復号する間隔が短
いために、１２０ｆｐｓの符号化ストリームを復号することができないという問題がある
。
【００１８】
　図２は、１２０ｆｐｓ非対応再生装置が１２０ｆｐｓの符号化ストリームを復号するこ
とができないという課題を説明するための図である。図２に示す符号化ストリームは、図
１Ａに示す１２０ｆｐｓの符号化ストリームである。１２０ｆｐｓ非対応再生装置は、そ
の符号化ストリームを６０ｆｐｓで再生する場合には、Ｔｅｍｐｏｒａｌ　ＩＤが０の階



(6) JP 6538324 B2 2019.7.3

10

20

30

40

50

層に属する各ピクチャと、Ｔｅｍｐｏｒａｌ　ＩＤが１の階層に属する各ピクチャのみを
復号する。
【００１９】
　図２におけるＴは、１２０ｆｐｓに対応する時間、つまり、１／１２０秒に相当する。
放送コンテンツや蓄積コンテンツにおいては、固定フレームレートでコンテンツを表示す
る際には、復号も固定のフレームレートで行われるのが一般的である。したがって、１２
０ｆｐｓの再生時には、各ピクチャが復号される間隔（以下、復号間隔という）も、各ピ
クチャが表示される間隔（以下、表示間隔という）もＴである。
【００２０】
　したがって、６０ｆｐｓの再生時にも、復号間隔と表示間隔は、共に６０ｆｐｓに対応
する時間、すなわち、２Ｔの間隔となる必要がある。ところが、図２に示すように、６０
ｆｐｓで再生が行われる場合には、ピクチャＩ０とピクチャＰ４の復号間隔、あるいは、
ピクチャＰ４とピクチャＢ２の復号間隔はＴである。復号間隔として２Ｔの時間が必要で
ある１２０ｆｐｓ非対応再生装置では、ピクチャの復号が間に合わないという課題がある
。つまり、１２０ｆｐｓ非対応再生装置において処理負荷が高いという課題がある。
【００２１】
　このような問題を解決するために、本発明の一態様に係る画像符号化方法は、複数の階
層のうちの何れかに属するピクチャごとに、当該ピクチャが属する階層より高い階層に属
する他のピクチャを参照することなく、動画像を符号化する画像符号化方法であって、前
記動画像に含まれる複数のピクチャのうちの一部の複数のピクチャであって、前記複数の
階層のうちの最も高い階層に属していない複数の下層ピクチャの、それぞれの復号時刻が
等間隔になるように、かつ、符号化された前記動画像に含まれる複数のピクチャが復号さ
れる場合と、前記複数のピクチャのうちの前記複数の下層ピクチャのみが復号される場合
との間で、前記複数の下層ピクチャのそれぞれが復号されるタイミングが同一となるよう
に、前記動画像に含まれる複数のピクチャのそれぞれの復号時刻を決定し、決定された前
記復号時刻に応じた符号化順にしたがって、前記動画像に含まれる複数のピクチャのそれ
ぞれを符号化し、符号化された前記複数のピクチャと、前記複数のピクチャのそれぞれに
対して決定された復号時刻とを含む符号化ストリームを生成する。
【００２２】
　これにより、符号化ストリームに含まれる複数ピクチャのそれぞれは、そのピクチャが
属する階層よりも高い階層に属する他のピクチャを参照することなく符号化されている。
したがって、画像復号装置は、符号化ストリームのうちの複数の下層ピクチャのみを復号
することができる。また、符号化ストリームに含まれる複数の下層ピクチャのそれぞれの
復号時刻は等間隔である。したがって、画像復号装置は、符号化ストリームのうちの複数
の下層ピクチャのみを復号するときには、等間隔の時間経過ごとにそれらの下層ピクチャ
を順に復号することができる。したがって、その等間隔を適切な時間にすることで、画像
復号装置の処理負荷を軽減することができる。つまり、画像復号装置は、ピクチャごとの
復号を高いフレームレートで行うことなく、自らの処理能力に応じたフレームレートで行
うことができる。さらに、符号化ストリームに含まれる複数のピクチャ（例えば全てのピ
クチャ）が復号される場合と、その複数の下層ピクチャのみが復号される場合との間で、
その複数の下層ピクチャのそれぞれが復号されるタイミングは同一である。したがって、
画像復号装置は、符号化ストリームの全てのピクチャを復号する場合と、複数の下層ピク
チャのみを復号する場合とで、その複数の下層ピクチャのそれぞれの復号のタイミングを
変える必要がない。したがって、画像復号装置の処理負荷をより軽減することができる。
【００２３】
　また、前記復号時刻の決定では、前記動画像に含まれる複数のピクチャのうちの一部の
複数のピクチャであって、前記最も高い階層に属する複数の最上層ピクチャのそれぞれの
復号時刻を、前記複数の下層ピクチャのそれぞれの復号時刻の間に決定してもよい。
【００２４】
　これにより、符号化ストリームが復号されるときには、最上層ピクチャと下層ピクチャ
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とはそれぞれ交互に復号される。したがって、符号化ストリームのうちで複数の下層ピク
チャのそれぞれが復号される時刻の間隔はいずれも、復号化ストリームの全てのピクチャ
のそれぞれが復号される時刻の間隔よりも長い。その結果、画像復号装置は、複数の下層
ピクチャのみを復号するときには、復号化ストリームの全てのピクチャのそれぞれを復号
するときよりも、確実に低いフレームレートで各ピクチャを復号することができる。した
がって、画像復号装置の処理負荷を確実に軽減することができる。
【００２５】
　また、前記復号時刻の決定では、前記複数の最上層ピクチャおよび前記複数の下層ピク
チャのうち、復号順で連続する最上層ピクチャおよび下層ピクチャのそれぞれの復号時刻
の間隔の２倍の時間が、前記等間隔の時間と等しくなるように、前記動画像に含まれる複
数のピクチャのそれぞれの復号時刻を決定してもよい。
【００２６】
　これにより、複数の下層ピクチャのそれぞれの復号時刻の間隔はいずれも、復号順で連
続する最上層ピクチャおよび下層ピクチャのそれぞれの復号時刻の間隔、つまり、復号化
ストリームの全てのピクチャのそれぞれが復号される時刻の間隔の２倍となる。したがっ
て、符号化ストリームの全てのピクチャを復号して表示するときのフレームレートが１２
０ｆｐｓである場合、画像復号装置は、６０ｆｐｓのフレームレートの逆数の時間間隔で
、符号化ストリームに含まれる複数の下層ピクチャのそれぞれを負担なく復号することが
できる。
【００２７】
　また、前記動画像が、復号順で連続する複数のピクチャからなるランダムアクセス単位
を複数有する場合、前記復号時刻の決定では、前記ランダムアクセス単位ごとに、当該ラ
ンダムアクセス単位において、復号順で先頭のピクチャよりも、表示順で前に表示される
ピクチャを除く全てのピクチャを、他のランダムアクセス単位に含まれるピクチャを参照
することなく復号し得るように、当該ランダムアクセス単位内の各ピクチャの復号時刻を
決定してもよい。例えば、前記先頭のピクチャは、当該先頭のピクチャよりも復号順で後
のピクチャが、当該先頭のピクチャよりも復号順で前のピクチャを参照することが禁じら
れているＩピクチャである。または、前記先頭のピクチャは、当該先頭のピクチャよりも
復号順で後であって、表示順で前のピクチャが、当該先頭のピクチャよりも復号順で前の
ピクチャを参照することが許可されているＩピクチャである。
【００２８】
　これにより、画像復号装置はランダムアクセス単位ごとに、そのランダムアクセス単位
に含まれる複数のピクチャのそれぞれを適切に復号することができる。
【００２９】
　また、前記復号時刻の決定では、符号化された前記動画像に含まれる全てのピクチャが
復号されて表示されるフレームレートがｆである場合、前記全てのピクチャに含まれる前
記複数の下層ピクチャのそれぞれの復号時刻が、前記ｆの逆数のｎ倍（ｎは２以上の整数
）で示される時間だけ離れるように、前記全てのピクチャのそれぞれの復号時刻を決定し
てもよい。
【００３０】
　これにより、画像復号装置は、そのフレームレートの逆数のｎ倍の時間間隔で、複数の
下層ピクチャのそれぞれを順に負担なく復号することができる。
【００３１】
　また、前記画像符号化方法は、さらに、前記動画像に含まれる復号順で先頭のピクチャ
の復号時刻と、前記動画像に含まれる表示順で先頭のピクチャの表示時刻との間の時間で
ある表示遅延を示す表示遅延情報を、前記符号化ストリームに含めてもよい。
【００３２】
　これにより、画像復号装置は、符号化ストリームから表示遅延情報を取得することがで
きる。したがって、画像復号装置は、その表示遅延情報によって示される表示遅延だけ表
示開始時刻よりも前の時刻から、符号化ストリームの復号を開始すれば、その表示開始時
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刻から遅延なく動画像を表示することができる。
【００３３】
　また、前記画像符号化方法は、さらに、前記動画像に含まれる複数のピクチャのそれぞ
れに対して決定された復号時刻が等間隔でないことを示す不等間隔情報を前記符号化スト
リームに含めてもよい。
【００３４】
　これにより、画像復号装置は、符号化ストリームから不等間隔情報を取得することがで
きる。したがって、画像復号装置は、符号化ストリームに含まれる複数のピクチャをそれ
ぞれ、表示のフレームレートで順次復号することができないと判断することができる。そ
の結果、画像復号装置は、符号化ストリームに含まれる複数のピクチャのそれぞれに対し
て決定された復号時刻を参照しながら、それらの複数のピクチャを適切なタイミングで復
号することができる。
【００３５】
　また、本発明の一態様に係る画像復号装置は、複数の階層のうちの何れかに属するピク
チャごとに、当該ピクチャが属する階層より高い階層に属する他のピクチャを参照するこ
となく符号化された動画像を含む符号化ストリームを復号する画像復号方法であって、前
記符号化ストリームに含まれる複数のピクチャのうちの一部の複数のピクチャであって、
前記複数の階層のうちの最も高い階層に属していない複数の下層ピクチャの、それぞれの
復号時刻が等間隔になるように、かつ、前記符号化ストリームに含まれる複数のピクチャ
が復号される場合と、前記複数のピクチャのうちの前記複数の下層ピクチャのみが復号さ
れる場合との間で、前記複数の下層ピクチャのそれぞれが復号されるタイミングが同一と
なるように決定された、前記符号化ストリームに含まれる複数のピクチャのそれぞれの復
号時刻を、前記符号化ストリームから取得し、取得された前記復号時刻にしたがって、前
記符号化ストリームに含まれる複数のピクチャ、または前記複数の下層ピクチャのそれぞ
れを復号する。
【００３６】
　これにより、符号化ストリームに含まれる複数ピクチャのそれぞれは、そのピクチャが
属する階層よりも高い階層に属する他のピクチャを参照することなく符号化されている。
したがって、画像復号装置は、符号化ストリームのうちの複数の下層ピクチャのみを復号
することができる。また、符号化ストリームに含まれる複数の下層ピクチャのそれぞれの
復号時刻は等間隔である。したがって、画像復号装置は、符号化ストリームのうちの複数
の下層ピクチャのみを復号するときには、等間隔の時間経過ごとにそれらの下層ピクチャ
を順に復号することができる。したがって、その等間隔が適切な時間であれば、画像復号
装置の処理負荷を軽減することができる。つまり、画像復号装置は、ピクチャごとの復号
を高いフレームレートで行うことなく、自らの処理能力に応じたフレームレートで行うこ
とができる。さらに、符号化ストリームに含まれる複数のピクチャ（例えば全てのピクチ
ャ）が復号される場合と、その複数の下層ピクチャのみが復号される場合との間で、その
複数の下層ピクチャのそれぞれが復号されるタイミングは同一である。したがって、画像
復号装置は、符号化ストリームの全てのピクチャを復号する場合と、複数の下層ピクチャ
のみを復号する場合とで、その複数の下層ピクチャのそれぞれの復号のタイミングを変え
る必要がない。したがって、画像復号装置の処理負荷をより軽減することができる。
【００３７】
　また、前記画像復号方法は、さらに、前記符号化ストリームに含まれる複数のピクチャ
のそれぞれの復号時刻が等間隔でない場合、前記複数のピクチャのそれぞれの復号時刻を
等間隔に変更し、前記符号化ストリームの復号では、変更された前記復号時刻にしたがっ
て、前記符号化ストリームに含まれる複数のピクチャ、または前記複数の下層ピクチャの
それぞれを復号してもよい。
【００３８】
　これにより、複数のピクチャのそれぞれの復号時刻が等間隔に変更されるため、画像復
号装置は、符号化ストリームに含まれる複数のピクチャのそれぞれを等間隔の時間経過ご
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とに復号することができる。したがって、画像復号装置の処理負荷をより軽減することが
できる。
【００３９】
　また、前記符号化ストリームの復号では、前記符号化ストリームに含まれるピクチャご
とに、当該ピクチャに対して取得された復号時刻が、予め定められた周期ごとに発生する
処理信号の発生タイミングと一致するか否かを判定し、一致すると判定されたときに、当
該ピクチャを復号してもよい。例えば、前記画像復号方法は、さらに、前記符号化ストリ
ームに含まれる全てのピクチャが復号されて表示されるときのフレームレートの逆数を、
前記予め定められた周期に決定する。
【００４０】
　これにより、複数のピクチャのそれぞれの復号時刻が等間隔でなくても、複数のピクチ
ャのそれぞれを、そのピクチャの復号時刻に適切に復号することができる。
【００４１】
　なお、これらの包括的または具体的な態様は、システム、方法、集積回路、コンピュー
タプログラムまたはコンピュータ読み取り可能なＣＤ－ＲＯＭなどの記録媒体で実現され
てもよく、システム、方法、集積回路、コンピュータプログラムまたは記録媒体の任意な
組み合わせで実現されてもよい。
【００４２】
　以下、実施の形態について、図面を参照しながら具体的に説明する。
【００４３】
　なお、以下で説明する実施の形態は、いずれも包括的または具体的な例を示すものであ
る。以下の実施の形態で示される数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置位置及び
接続形態、ステップ、ステップの順序などは、一例であり、本発明を限定する主旨ではな
い。また、以下の実施の形態における構成要素のうち、最上位概念を示す独立請求項に記
載されていない構成要素については、任意の構成要素として説明される。
【００４４】
　（実施の形態１）
　図３は、本実施の形態における画像符号化装置を説明するための図である。
【００４５】
　本実施の形態における画像符号化装置１０は、１２０ｆｐｓのフレームレートの動画像
を取得し、その動画像を符号化することによって符号化ストリームを生成して出力する。
この符号化ストリームに含まれる全てのピクチャが復号される場合には、１２０ｆｐｓの
フレームレートで動画像が表示される。また、この符号化ストリームに含まれる一部の複
数のピクチャが復号される場合には、６０ｆｐｓのフレームレートで動画像が表示される
。例えば、符号化ストリームに含まれる一部の複数のピクチャは、それぞれが最も高い階
層以外の何れかの階層に属する複数のピクチャである。
【００４６】
　図４は、本実施の形態における、３つの階層を用いて動画像を符号化する一例を示す図
である。本実施の形態における画像符号化装置１０は、図１Ａに示すピクチャの予測構造
と同様の予測構造に基づいて動画像を符号化することにより、１２０ｆｐｓの符号化スト
リームを生成する。このとき、画像符号化装置１０は、その符号化ストリームを６０ｆｐ
ｓで再生する際に復号間隔が２Ｔ（１／６０秒）となるように、１２０ｆｐｓでの再生時
にのみ復号されるピクチャの復号時刻（ＤＴＳ：Ｄｅｃｏｄｉｎｇ　Ｔｉｍｅ　Ｓｔａｍ
ｐ）を調整する。つまり、画像符号化装置１０は、複数の階層のうちの最も高い階層に属
する複数のピクチャのＤＴＳを調整する。
【００４７】
　図５は、本実施の形態における、４つの階層を用いて動画像を符号化する一例を示す図
である。本実施の形態における画像符号化装置１０は、図１Ｂに示すピクチャの予測構造
と同様の予測構造に基づいて動画像を符号化することにより、１２０ｆｐｓの符号化スト
リームを生成する。このとき、画像符号化装置１０は、その符号化ストリームを６０ｆｐ
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ｓで再生する際に復号間隔が２Ｔ（１／６０秒）となるように、１２０ｆｐｓでの再生時
にのみ復号されるピクチャの復号時刻を調整する。
【００４８】
　ここで、動画像を符号化する際には、符号化ストリームの途中のピクチャから復号が開
始できるように、ＧＯＰ（Ｇｒｏｕｐ　Ｏｆ　Ｐｉｃｔｕｒｅｓ）などと呼ばれるランダ
ムアクセス単位が構成される。ランダムアクセス単位において復号順で先頭となるピクチ
ャはランダムアクセスポイントである。例えば、図４に示す、ピクチャＩ０からピクチャ
Ｂ９までが第１のランダムアクセス単位であり、ピクチャＩ１６が第２のランダムアクセ
ス単位の先頭ピクチャである。ここで、第２のランダムアクセス単位においては、ピクチ
ャＢ１１などのピクチャは、ピクチャＩ１６、あるいは、復号順でピクチャＩ１６以降の
ピクチャを参照しないが、第２のランダムアクセス単位に含まれる。
【００４９】
　また、放送される符号化ストリーム（つまり、放送ストリーム）などの記録では、第１
のランダムアクセス単位のようなランダムアクセス単位の終端まで記録されることがある
。このとき、ピクチャＰ１２は復号できるにも関わらず、ピクチャＢ１１は第２のランダ
ムアクセス単位に含まれるために復号できない。したがって、復号時の動作が煩雑となる
。
【００５０】
　ここで、所定の条件を満たすピクチャをアドバンスピクチャという。ピクチャに対する
所定の条件は、（１）そのピクチャが、復号順で直前のランダムアクセス単位に含まれる
ピクチャを参照することと、（２）そのピクチャの表示順が、復号順で直前のランダムア
クセス単位に含まれる何れかのピクチャよりも前であること、である。なお、ランダムア
クセス単位は、符号化順および復号順によって定義される単位であって、符号化順と復号
順は同じである。さらに、第１のランダムアクセス単位のように、アドバンスピクチャを
含むランダムアクセス単位の直前にあるランダムアクセス単位を、開放終端ランダムアク
セス単位という。また、開放終端ランダムアクセス単位に含まれる、アドバンスピクチャ
よりも表示順が後のピクチャを、孤立ピクチャという。例えば、図４におけるピクチャＢ
１１はアドバンスピクチャであり、ピクチャＰ１２は孤立ピクチャである。
【００５１】
　図６は、本実施の形態における、３つの階層を用いて動画像を符号化する他の例を示す
図である。
【００５２】
　本実施の形態における画像符号化装置１０は、３つの階層を用いて時間スケーラビリテ
ィを実現する際に、図６に示すように、開放終端ランダムアクセス単位が発生しないよう
に画像を符号化してもよい。
【００５３】
　第２のランダムアクセス単位に含まれるいずれのピクチャも、表示順で、第１のランダ
ムアクセス単位の最後のピクチャＰ１２よりも後である。したがって、第２のランダムア
クセス単位に含まれる全てのピクチャは、アドバンスピクチャとはならない。その結果、
第１のランダムアクセス単位は開放終端ランダムアクセス単位とはならない。ただし、ピ
クチャＢ１は、ピクチャＢ１よりもピクチャＢ２の復号順が後であるため、そのピクチャ
Ｂ２を参照することができない。同様に、ピクチャＢ５は、ピクチャＢ５よりもピクチャ
Ｂ６の復号順が後であるため、そのピクチャＢ６を参照することができない。このように
、Ｔｅｍｐｏｒａｌ　ＩＤが２のピクチャの予測構造は制約される。
【００５４】
　図４～図６の例では、６０ｐと１２０ｐにおける時間スケーラビリティを例に、階層数
が３と４の場合について説明した。しかし、実現できるフレームレートの組合せや階層数
はこの限りではない。低階層のピクチャのみを復号して表示する際に、表示のフレームレ
ートにおける各ピクチャの表示間隔をＴ＿ｐｔｓとすると、復号順で連続する任意のピク
チャの復号間隔がＴ＿ｐｔｓと同一、あるいは、Ｔ＿ｐｔｓ以上であるという条件が保証
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できればよい。画像符号化装置１０は、この条件を満たすように画像を動符号化する。
【００５５】
　図７は、本実施の形態における画像復号装置２０を説明するための図である。
【００５６】
　本実施の形態における画像復号装置２０は、上述の画像符号化装置１０によって生成さ
れた符号化ストリームを取得する。画像復号装置２０は、この符号化ストリームに含まれ
る全てのピクチャを復号することによって、１２０ｆｐｓのフレームレートで動画像を表
示する。また、画像復号装置２０は、この符号化ストリームに含まれる一部の複数のピク
チャを復号することによって、６０ｆｐｓのフレームレートで動画像を表示する。例えば
、符号化ストリームに含まれる一部の複数のピクチャは、それぞれが最も高い階層以外の
何れかの階層に属する複数のピクチャである。
【００５７】
　このように、本実施の形態では、符号化ストリームに含まれる、最も高い階層に属して
いない複数のピクチャ（以下、下層ピクチャという）のそれぞれの復号時刻は等間隔であ
る。したがって、画像復号装置は、符号化ストリームのうちの複数の下層ピクチャのみを
復号するときには、等間隔の時間経過ごとにそれらの下層ピクチャを順に復号することが
できる。したがって、その等間隔を適切な時間（例えば上述の２Ｔ＝１／６０秒）にする
ことで、画像復号装置の処理負荷を軽減することができる。つまり、画像復号装置は、ピ
クチャごとの復号を高いフレームレートで行うことなく、自らの処理能力に応じたフレー
ムレートで行うことができる。例えば、６０ｆｐｓの符号化ストリームを復号する際には
、１枚のピクチャの復号にかかる時間が１／６０秒以下であることを保証すればよい。
【００５８】
　（変形例１）
　ここで、ランダムアクセス単位の先頭となるピクチャのＤＴＳについて説明する。
【００５９】
　図８は、図４に示す符号化ストリームを１２０ｆｐｓで再生する際の、各ピクチャの復
号順および表示順と、ＤＴＳおよびＰＴＳ（Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　Ｔｉｍｅ　Ｓｔ
ａｍｐ：　表示時刻）を示す図である。
【００６０】
　ここで、ＤＴＳおよびＰＴＳのそれぞれに対する添え字（数字）は、表示順を示す。Ｄ
ＴＳまたはＰＴＳは、例えば、放送におけるＭＰＥＧ－２　ＴＳ（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　
Ｓｔｒｅａｍ）ではＰＥＳパケットのヘッダによって示される。ＭＭＴ（ＭＰＥＧ　Ｍｅ
ｄｉａ　Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ）またはＲＴＰ（Ｒｅａｌ－ｔｉｍｅ　Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ
　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）では、トランスポート層のパケットのヘッダ、あるいは、ペイロー
ドに含まれる符号化ストリームのヘッダ情報などによって、ＤＴＳまたはＰＴＳが示され
る。ＭＰＥＧ－ＤＡＳＨ（Ｄｙｎａｍｉｃ　Ａｄａｐｔｉｖｅ　Ｓｔｒｅａｍｉｎｇ　ｏ
ｖｅｒ　ＨＴＴＰ）など、ファイルをパケット化せずに送信するタイプのフォーマットで
は、ファイルのヘッダ部分にＤＴＳまたはＰＴＳが含まれる。あるいは、ＭＰＥＧ－４　
ＡＶＣまたはＨＥＶＣでは、Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｔｉｍｉｎｇ　ＳＥＩまたはＢｕｆｆｅｒ
ｉｎｇ　Ｐｅｒｉｏｄ　ＳＥＩなど、ＳＥＩ（Ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔａｌ　Ｅｎｈａｎｃ
ｅｍｅｎｔ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を用いることにより、符号化ストリーム内にＤＴ
ＳまたはＰＴＳを示すことも可能である。
【００６１】
　従来の符号化ストリームでは、固定のフレームレートで表示され、表示順で連続する２
枚のピクチャにおけるＰＴＳの間隔がＴであれば、復号順で連続する２枚のピクチャにお
けるＤＴＳの間隔も常にＴである。したがって、再生装置（または画像復号装置）は、復
号順で先頭のピクチャのＤＴＳのタイミングで、そのピクチャの復号を開始すれば、後続
の各ピクチャのＤＴＳを参照することなく、Ｔの間隔毎に順に後続の各ピクチャを復号す
ればよい。
【００６２】
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　一方、本実施の形態における符号化ストリームでは、図８に示すように、ピクチャＩ０
とピクチャＰ４との間のＤＴＳの間隔、及び、ピクチャＰ４とピクチャＢ２と間のＤＴＳ
の間隔は、２Ｔ（Ｔは例えば１／１２０秒）である。また、ピクチャＢ２とピクチャＢ１
との間のＤＴＳの間隔、及び、復号順でピクチャＢ１以降の連続する２枚のピクチャの間
のＤＴＳの間隔はＴである。したがって、本実施の形態における符号化ストリームでは、
ピクチャ間のＤＴＳの間隔が可変となる。したがって、画像復号装置（または再生装置）
は、ピクチャ毎のＤＴＳを参照して、そのＤＴＳのタイミングでピクチャを復号する必要
がある。
【００６３】
　本変形例に係る画像復号装置２０は、一定間隔で発生させるビデオ処理信号のタイミン
グに基づいてピクチャの復号または表示を行う。例えば、表示のフレームレートが１２０
ｆｐｓであれば、画像復号装置２０は、Ｔ（例えば１／１２０秒）毎にビデオ処理信号を
発生させ、ビデオ処理信号の発生のタイミングでピクチャの復号または表示を行う。図８
に示す符号化ストリームでは、ピクチャＩ０とピクチャＰ４の間のＤＴＳの間隔と、ピク
チャＰ４とピクチャＢ２との間のＤＴＳの間隔は、ビデオ処理信号の周期Ｔの２倍である
。さらに、復号順でピクチャＢ２以降の連続する２枚のピクチャの間のＤＴＳの間隔は、
ビデオ処理信号の周期Ｔと等しい。
【００６４】
　図９は、本変形例における画像復号装置２０の構成を示すブロック図である。
【００６５】
　本変形例に係る画像復号装置２０は、上記実施の形態における画像復号装置２０と同様
の機能を有し、符号化されたピクチャを、そのピクチャのＤＴＳによって示されるタイミ
ングに復号する。このような画像復号装置２０は、信号間隔設定部２１、ＤＴＳ取得部２
２、判定部２３および復号部２４を備える。
【００６６】
　図１０は、本変形例に係る画像復号装置２０が全階層のピクチャを復号する際の動作の
一例を示すフローチャートである。
【００６７】
　まず、画像復号装置２０の信号間隔設定部２１は、ビデオ処理信号を発生する間隔また
は周期（以下、Ｖ＿ｐｅｒｉｏｄという）が、全階層を復号して表示する際のフレームレ
ートの逆数となるように、そのＶ＿ｐｅｒｉｏｄを設定する（ステップＳ２１）。
【００６８】
　次に、ＤＴＳ取得部２２は、ピクチャの符号化データが格納されているＰＥＳパケット
のヘッダなどから、復号対象となるピクチャのＤＴＳ（以下、ｄｔｓ＿ｉという）を取得
する（ステップＳ２２）。次に、判定部２３は、ビデオ処理信号の発生のタイミングを監
視し、そのタイミングがｄｔｓ＿ｉと一致するかどうかを判定する（ステップＳ２３）。
ピクチャのＤＴＳの間隔がＶ＿ｐｅｒｉｏｄのＮ倍となる場合には、直前に復号されたピ
クチャの復号時刻からカウントして、Ｎ回目に発生するビデオ処理信号のタイミングが、
ｄｔｓ＿ｉと一致することになる。タイミングが一致したと判定された場合には（ステッ
プＳ２３の「はい」）、復号部２４は、復号対象のピクチャを復号する（ステップＳ２４
）。一方、タイミングが一致しないと判定された場合には（ステップＳ２３の「いいえ」
）、判定部２３は、ステップＳ２３の処理を繰り返し実行する。
【００６９】
　なお、ステップＳ２１は、先頭ピクチャの復号開始に先立って１度実施されればよく、
ピクチャの復号毎に行う必要はない。また、ステップＳ２３における判定では、ビデオ処
理信号の発生のタイミングとｄｔｓ＿ｉとの差分値が所定の閾値よりも小さい場合に、両
者が一致したとみなしてもよい。また、図１０に示す動作は、全階層の復号と、低階層の
復号との間における時間スケーラビリティだけでなく、異なる二つの低階層の間における
時間スケーラビリティにも適用できる。
【００７０】
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　このように、本変形例における画像復号装置２０では、ＤＴＳの間隔が可変であっても
、ＤＴＳの間隔がビデオ処理信号の周期の整数倍で表現できる場合には、可変のＤＴＳに
したがってピクチャを復号することができる。その結果、復号のタイミングを決定する際
の処理量を低減することができる。
【００７１】
　ここで、５０ｆｐｓと１２０ｆｐｓの時間スケーラビリティのように、全階層を復号し
た場合のフレームレート（以下、ＦｒａｍｅＲａｔｅＡｌｌという）が、低階層のみを復
号した場合のフレームレート（以下、ＦｒａｍｅＲａｔｅＰａｒｔという）の整数倍とな
らないケースを考える。このとき、５０ｆｐｓの復号能力を有する画像復号装置における
復号を保証するためには、低階層のみを復号する際のＤＴＳの間隔が１／５０秒となる必
要がある。しかしながら、ＦｒａｍｅＲａｔｅＡｌｌがＦｒａｍｅＲａｔｅＰａｒｔの整
数倍とならないため、１２０ｆｐｓでの再生時のピクチャの復号間隔が一定間隔（つまり
固定間隔）とならないだけでなく、ＤＴＳの間隔（１／５０秒）がビデオ処理信号の周期
（１／１２０秒）の整数倍とならない。その結果、ＤＴＳに示される時刻に復号を行うこ
とができず、符号化ピクチャのバッファなどにおいてオーバーフローやアンダーフローが
発生する可能性がある。したがって、本変形例に係る画像符号化装置１０は、時間スケー
ラビリティを提供する際には、全階層を復号する際の表示のフレームレートが、低階層の
みを復号する際の表示のフレームレートの整数倍となるように、時間スケーラビリティを
実現する階層の組合せを決定してもよい。また、画像符号化装置１０は、全階層を復号し
た場合のフレームレートが、一部の階層のみを復号した場合のフレームレートの整数倍と
なることを示す情報を符号化ストリームに格納してもよい。または、画像符号化装置１０
は、符号化ストリームが多重化されることによって構成されるＴＳ（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ
　Ｓｔｒｅａｍ）におけるデスクリプタなどに、その情報を格納してもよい。
【００７２】
　また、ランダムアクセス単位において、復号順で先頭となるピクチャのＤＴＳと、表示
順で先頭となるピクチャのＰＴＳとの差分を表示遅延と呼ぶ。図８に示す例では、ＤＴＳ
０とＰＴＳ０との差分が表示遅延である。表示のフレームレートが固定である従来の符号
化ストリームでは、ＤＴＳの間隔も固定であり、その間隔はＰＴＳの間隔と同一である。
したがって、表示遅延は、表示順で先頭のピクチャのＰＴＳまでに復号されるピクチャの
枚数に、ＰＴＳの間隔を乗じた値によって表現される。図８に示す例では、ピクチャＩ０
のＰＴＳまでに復号されるのはピクチャＩ０とピクチャＰ４の２枚であるため、従来の計
算方法では、表示遅延は２×Ｔと計算される。しかしながら、図８に示す例では、ピクチ
ャＩ０とピクチャＰ４との間のＰＴＳの間隔、及び、ピクチャＰ４とピクチャＢ２との間
のＰＴＳの間隔は、Ｔの２倍であるため、実際の表示遅延は４×Ｔである。このように、
従来の方法では、表示遅延を適切に表現できない。
【００７３】
　したがって、本変形例に係る画像符号化装置１０は、ＤＴＳの間隔が一定とならないよ
うな符号化ストリームにおいても正しく表示遅延を表現するために、表示遅延がＰＴＳの
間隔の何倍になるかを示す情報を符号化ストリームに含めてもよい。図８に示す例では、
ＰＴＳの間隔がＴであり、表示遅延はＴの４倍であるため、画像符号化装置１０は表示遅
延を４と表す。あるいは、画像符号化装置１０は、「４×Ｔ」のように実際の時間長で表
示遅延を示してもよい。表示順で先頭となるピクチャのＰＴＳまでに復号されるピクチャ
の枚数が必要な場合には、画像符号化装置１０は、上述の表示遅延を示す情報とは別に、
その枚数を示してもよい。また、画像符号化装置１０は、複数のストリーム、あるいは、
ストリームの複数の特定区間などを、シームレス接続することがある。この際には、画像
符号化装置１０は、接続前後のストリームまたは特定区間において、ＤＴＳの間隔が可変
であることを考慮して、表示遅延が等しくなるように、それらのストリームまたは特定区
間を符号化する。このとき、画像符号化装置１０は、シームレス接続の前後で表示遅延が
等しいことを示す情報を符号化ストリームに格納してもよい。また、画像符号化装置１０
は、互いにシームレス接続されるストリームを符号化する際には、シームレス接続の前後
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で、表示順で先頭のピクチャのＰＴＳまでに復号されるピクチャの枚数が等しくなるよう
に符号化するのではなく、本変形例によって規定される表示遅延が等しくなるように符号
化してもよい。
【００７４】
　また、本変形例に係る画像符号化装置１０は、表示のフレームレートが一定、すなわち
、ＰＴＳの間隔が一定である場合に、ＤＴＳの間隔が一定とならないことを示す補助情報
をシグナリングしてもよい。例えば、補助情報は、ＤＴＳの間隔が一定であるかどうかを
示すフラグである。この場合、画像復号装置２０は、一定でないことを示すフラグがセッ
トされている場合には、図１０に示す動作を行い、セットされていなければ、ＤＴＳの間
隔が一定であるため、ピクチャ毎のＤＴＳを参照せずに動作してもよい。
【００７５】
　本変形例に係る画像符号化装置１０は、上述の補助情報をランダムアクセス単位ごとに
設定してもよく、符号化ストリーム単位ごと、あるいは、蓄積コンテンツにおいてプレイ
リストにより参照される単位ごとに設定してもよい。ＴＳパケットにおいてプライベート
データを格納するための領域（ｐｒｉｖａｔｅ＿ｄａｔａ＿ｂｙｔｅｓなど）、蓄積コン
テンツにおけるコンテンツの管理情報、あるいは、ＭＰＥＧ－４　ＡＶＣまたはＨＥＶＣ
などの符号化ストリームにおけるＳＥＩなど、コンテンツの送受信システムにおける複数
のレイヤの何れにも、補助情報を格納さすることができる。しかし、符号化ストリームの
復号前にその補助情報が参照可能であることが望ましいため、画像符号化装置１０は、Ｔ
Ｓなどの多重化レイヤ、または多重化データの管理情報など、コンテンツの送受信システ
ムにおける上位のレイヤに補助情報を格納してもよい。このように、本変形例では、動画
像に含まれる複数のピクチャのそれぞれに対して決定された復号時刻が等間隔でないこと
を示す不等間隔情報が上述の補助情報として符号化ストリームに含められる。
【００７６】
　また、本変形例に係る画像符号化装置１０は、時間スケーラビリティを有する符号化ス
トリームの低階層のみを復号する際に、復号順で連続する任意の２枚のピクチャのＤＴＳ
の間隔が可変であることを示す情報を符号化ストリームに格納してもよい。この情報は、
上述の低階層のみを復号する際に、表示のフレームレート（以下、ｆｒａｍｅ＿ｒａｔｅ
という）が一定であるとすると、復号順で連続する任意の２枚のピクチャのＤＴＳの間隔
が１／ｆｒａｍｅ＿ｒａｔｅ（秒）と同一、あるいは、１／ｆｒａｍｅ＿ｒａｔｅ（秒）
以上であることを示す。例えば、ＭＰＥＧ２－ＴＳでは、ＰＭＴ（Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｍａ
ｐ　Ｔａｂｌｅｓ）に、プログラムを構成する符号化ストリームの識別情報が示される。
本変形例に係る画像符号化装置１０は、ＰＭＴ内のデスクリプタを規定することにより、
上述の情報を示してもよい。例えば、６０ｆｐｓまでの復号能力を有する画像復号装置２
０は、ＤＴＳの間隔が１／６０秒未満となることがＰＭＴ内のデスクリプタに示されてい
る場合には、符号化ストリームの復号または再生を行わない。あるいは、画像復号装置２
０は、各ピクチャの復号間隔が１／６０秒以上となるようにＤＴＳを設定し直して、各ピ
クチャを復号するなどの動作が可能である。ＤＴＳを設定し直す場合に、ＰＴＳの変更が
必要となる場合には、画像復号装置２０はＰＴＳも変更する。
【００７７】
　（変形例２）
　次に、ピクチャの復号時刻の変更について説明する。
【００７８】
　上記実施の形態における画像復号装置２０は、全階層を復号する際には、ＤＴＳの間隔
が１／ｆｒａｍｅ＿ｒａｔｅ（秒）となるように、復号開始前にピクチャのＤＴＳを変更
してもよい。
【００７９】
　図１１は、ＤＴＳを変更する一例を示す図である。
【００８０】
　本変形例に係る画像復号装置２０は、図１１に示すように、ピクチャＩ０とピクチャＰ



(15) JP 6538324 B2 2019.7.3

10

20

30

40

50

４のＤＴＳを変更することで、ＤＴＳの間隔を全て１／ｆｒａｍｅ＿ｒａｔｅ（秒）とす
る。ＤＴＳの間隔が可変なピクチャは、表示順で先頭となるピクチャのＰＴＳよりも前に
復号されるピクチャである。これらのピクチャのＤＴＳを変更することにより、ＤＴＳの
間隔が固定となることを保証することができる。また、ＤＴＳの間隔が固定となれば、従
来と同様の方法によりピクチャの復号のタイミングを決定して復号することができる。な
お、表示順で先頭となるピクチャのＰＴＳよりも前に復号されるピクチャのＤＴＳが遅れ
るように変更されるのみであり、かつ、変更後のＤＴＳの間隔は１／ｆｒａｍｅ＿ｒａｔ
ｅ（秒）となる。したがって、ＭＰＥＧ－４　ＡＶＣまたはＨＥＶＣにおけるＨＲＤ（Ｈ
ｙｐｏｔｈｅｔｉｃａｌ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｄｅｃｏｄｅｒ）などのデコーダモデル
には特別な問題は生じない。
【００８１】
　本変形例に係る画像符号化装置１０は、符号化ストリームをＴＳによって多重化する際
には、ＰＥＳヘッダのＴＲＥＦ（Ｔｉｍｅｓｔａｍｐ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ）フィールド
などにおいて、変更後のＤＴＳの値を示してもよい。また、他の多重化方式を用いる場合
においても、画像符号化装置１０は、変更前と変更後のＤＴＳを示してもよい。さらに、
全階層を復号する場合に変更後のＤＴＳを用いることを示すなど、復号する階層と使用す
るＤＴＳあるいはＰＴＳとの対応関係を示す情報を、例えばＴＳのデスクリプタ、トラン
スポート層におけるプログラム情報、あるいは、蓄積コンテンツにおける管理情報に示し
てもよい。また、画像符号化装置１０は、変更後のＤＴＳの間隔が固定であること、ある
いは、その間隔がＰＴＳの間隔と等しいことを示す情報を、トランスポート層におけるプ
ログラム情報、または蓄積コンテンツにおける管理情報に示してもよい。
【００８２】
　このようにすることで、画像復号装置２０は、処理能力が低くても、低階層のみを復号
することができる。また、全階層を復号する処理能力の高い画像復号装置２０は、ＭＰＥ
Ｇ－２　ＴＳのデスクリプタなどを解析する、あるいは、ＰＥＳパケットヘッダのＴＲＥ
Ｆフィールドが存在するかどうかを判定するなどにより、変更後のＤＴＳあるいはＰＴＳ
が送信されていることが分かる。したがって、その画像復号装置２０は、変更後のＤＴＳ
あるいはＰＴＳを用いて符号化ストリームを復号することができる。
【００８３】
　また、画像復号装置２０は、全階層が復号できることを前提として符号化ストリームを
記録する場合には、上記のようにＤＴＳを変更した後の符号化ストリームを記録してもよ
い。このとき、ＴＲＥＦなど、変更後のＤＴＳまたはＰＴＳを格納するためのフィールド
を用いるのではなく、ＰＥＳヘッダのＤＴＳまたはＰＴＳのフィールドを変更してもよい
。
【００８４】
　（変形例３）
　次に、再生制御用の補助情報について説明する。
【００８５】
　図１２は、開放終端ランダムアクセス単位において復号されるピクチャを説明するため
の図である。
【００８６】
　例えば、図１２に示す例において、蓄積された符号化ストリーム、あるいは、通信ネッ
トワーク経由で取得された符号化ストリームの終端は、開放終端ランダムアクセス単位で
ある第１のランダムアクセス単位の終端に一致する。このとき、第２のランダムアクセス
単位に含まれるピクチャＢ１１，Ｂ１３，Ｂ１４，Ｂ１５を復号することはできない。し
かし、第１のランダムアクセス単位に属するピクチャＰ１２を復号することはできる。こ
こで、ピクチャＢ１１はアドバンスピクチャであり、ピクチャＰ１２は孤立ピクチャであ
る。
【００８７】
　なお、符号化ストリームにおけるランダムアクセス単位では、ランダムアクセス単位を
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構成するピクチャのうちの所定のピクチャを除いて、全てのピクチャを、他のランダムア
クセス単位を参照することなく復号することが可能である。所定のピクチャは、ランダム
アクセス単位がオープンＧＯＰ（Ｇｒｏｕｐ　Ｏｆ　Ｐｉｃｔｕｒｅｓ）として構成され
ている場合には、そのランダムアクセス単位内で、復号順で先頭のピクチャよりも表示順
が前となるピクチャである。このような所定のピクチャは、そのランダムアクセス単位の
復号順で直前にあるランダムアクセス単位に含まれるピクチャを参照することがある。し
たがって、オープンＧＯＰであるそのランダムアクセス単位の先頭から復号が開始される
場合には、その所定のピクチャを復号することができない。したがって、画像復号装置は
、ランダムアクセス単位において、復号順で先頭のピクチャよりも表示順が後となる全て
のピクチャをそれぞれ、復号可能なピクチャとして復号して表示する。
【００８８】
　ここで、符号化ストリームのうちの開放終端ランダムアクセス単位までの符号化データ
を取得した画像復号装置２０は、アドバンスピクチャを取得していないため、そのアドバ
ンスピクチャを復号することができない。したがって、本変形例に係る画像符号化装置１
０は、再生制御のための補助情報を符号化ストリームに含める。
【００８９】
　再生制御のための補助情報は、例えば以下の（１）～（５）に示す情報である。
【００９０】
　（１）ランダムアクセス単位が開放終端ランダムアクセス単位であるかどうかを示す情
報
【００９１】
　（２）ランダムアクセス単位が、符号化ストリームの最後、あるいは、プレイリストな
どにより示される最後のランダムアクセス単位など、連続して再生される区間における最
後のランダムアクセス単位であるかどうかを示す情報
【００９２】
　（３）ピクチャが、孤立ピクチャであるかどうかを示す情報、あるいは、ランダムアク
セス単位において表示順で最終の孤立ピクチャであるかどうかを示す情報
【００９３】
　（４）ピクチャがアドバンスピクチャであるかどうかを示す情報
【００９４】
　（５）ランダムアクセス単位において、指定されたピクチャよりも表示順が後となる孤
立ピクチャが存在するかどうかを示す情報
【００９５】
　なお、上記（２）において、符号化ストリーム内の不連続な区間、あるいは、互いに異
なる符号化ストリームなどを連結した場合には、連結部分の前のランダムアクセス単位は
、後続のランダムアクセス単位のピクチャを参照することができない。したがって、連結
部分の前のランダムアクセス単位も、再生区間における最後のランダムアクセス単位と同
様に扱われる。
【００９６】
　本変形例に係る画像符号化装置１０は、上述のような再生制御用の補助情報をランダム
アクセス単位ごとに設定してもよく、符号化ストリーム単位ごと、あるいは、蓄積コンテ
ンツにおいてプレイリストにより参照される単位ごとに設定してもよい。また、ＴＳパケ
ットにおいてプライベートデータを格納するための領域（ｐｒｉｖａｔｅ＿ｄａｔａ＿ｂ
ｙｔｅｓなど）、蓄積コンテンツにおけるコンテンツの管理情報、あるいは、ＭＰＥＧ－
４　ＡＶＣまたはＨＥＶＣなどの符号化ストリームにおけるＳＥＩなど、コンテンツの送
受信システムにおける複数のレイヤの何れにも、補助情報を格納することができる。しか
し、符号化ストリームの復号前にその補助情報が参照可能であることが望ましいため、画
像符号化装置１０は、ＴＳなどの多重化レイヤ、または多重化データの管理情報など、コ
ンテンツの送受信システムにおける上位のレイヤに補助情報を格納してもよい。
【００９７】



(17) JP 6538324 B2 2019.7.3

10

20

30

40

50

　上記（１）と（２）の情報は、ランダムアクセス単位の属性を示す属性情報である。画
像符号化装置１０は、ランダムアクセス単位の先頭ピクチャよりも復号順が前となるＳＥ
Ｉ、あるいは、ランダムアクセス単位の先頭ピクチャを格納するＴＳパケットまたはＭＭ
Ｔパケットなどのトランスポートレイヤのパケットヘッダまたはペイロード、あるいは、
コンテンツの管理情報においてランダムアクセス単位の属性を管理するテーブルなどに、
その属性情報を格納する。トランスポートレイヤにおいて、例えば、ＴＳパケットのｒａ
ｎｄｏｍ＿ａｃｃｅｓｓ＿ｉｎｄｉｃａｔｏｒのように、ランダムアクセスポイントを示
すための情報がシグナリングされる場合には、ランダムアクセスポイントであることが示
されるパケットに、その属性情報を格納してもよい。
【００９８】
　また、上記（３）～（４）の情報は、ランダムアクセス単位を構成する各ピクチャにつ
いての属性情報である。画像符号化装置１０は、それらの属性情報をランダムアクセス単
位にまとめて格納してもよいし、ピクチャごとに格納してもよい。ピクチャごとに格納す
る場合には、画像符号化装置１０は、符号化ストリームにおけるランダムアクセス単位ご
とにＳＥＩを付加する、あるいは、ピクチャの先頭データを格納するＴＳパケットのヘッ
ダまたはペイロードに、その属性情報を格納する。また、画像符号化装置１０は、ピクチ
ャについての属性情報を、ランダムアクセス単位が開放終端ランダムアクセス単位である
場合にのみ格納してもよい。
【００９９】
　次に、開放終端ランダムアクセス単位の画像復号方法について説明する。
【０１００】
　図１３は、本変形例に係る画像復号装置２０が再生制御用の補助情報に基づいて動画像
を復号する動作の一例を示すフローチャートである。
【０１０１】
　まず、画像復号装置２０は、コンテンツの管理情報、ＴＳなどのトランスポート層、あ
るいは、符号化ストリームにおいて、再生制御用の補助情報が存在するかどうかを判定す
る（ステップＳ２１１）。連続して再生される再生区間においては、再生区間を構成する
全てのランダムアクセス単位において再生制御用の補助情報が提供される、あるいは、提
供されない、のいずれかである。したがって、ステップＳ２１１の処理は、再生区間にお
ける先頭のランダムアクセス単位のみに対して行えばよい。
【０１０２】
　ここで、再生制御用の補助情報が存在すると判定された場合には（ステップＳ２１１の
「はい」）、画像復号装置２０はステップＳ２１２の処理を行い、存在しないと判定され
た場合には（ステップＳ２１１の「いいえ」）、画像復号装置２０はステップＳ２１５の
処理を行う。
【０１０３】
　ステップＳ２１５では、画像復号装置２０は、予め規定した方法に基づいて、復号する
ピクチャを決定する（ステップＳ２１５）。ステップＳ２１２では、画像復号装置２０は
、復号対象のランダムアクセス単位が、連続して再生される区間における最後のランダム
アクセス単位であり、かつ、開放終端ランダムアクセス単位であるという条件を満たすか
否かを判定する（ステップＳ２１２）。
【０１０４】
　ここで、条件を満たすと判定すると（ステップＳ２１２の「はい」）、画像復号装置２
０は、再生制御用の補助情報を参照して復号するピクチャを決定する（ステップＳ２１３
）。一方、条件を満たさないと判定すると（ステップＳ２１２の「いいえ」）、画像復号
装置２０は、ランダムアクセス単位に含まれる全てのピクチャを復号すると決定する（ス
テップＳ２１４）。ただし、このときには、画像復号装置２０は、復号対象のランダムア
クセス単位が再生区間における先頭のランダムアクセス単位である場合、その復号対象の
ランダムアクセス単位よりも復号順で直前のランダムアクセス単位に含まれるピクチャを
参照するピクチャを復号しない。
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【０１０５】
　そして、画像復号装置２０は、ステップＳ２１３，Ｓ２１４，Ｓ２１５の何れかの処理
で決定されたピクチャを復号する（ステップＳ２１６）。
【０１０６】
　なお、ステップＳ２１２の処理は、ランダムアクセス単位ごとに行われればよい。また
、ステップＳ２１３におけるピクチャの決定は、複数のピクチャそれぞれの補助情報がラ
ンダムアクセス単位にまとめて格納される場合には、ランダムアクセス単位の復号開始時
に行われる。また、そのピクチャの決定は、複数のピクチャそれぞれの補助情報がピクチ
ャごとに格納される場合には、ピクチャごとに行われる。
【０１０７】
　なお、再生制御用の補助情報が、ピクチャごとにそのピクチャの情報を示していない場
合には、画像復号装置２０は、ステップＳ２１３では、参照先のピクチャが存在するかど
うかを判定してもよい。画像復号装置２０は、これによって、ピクチャの復号可否を決定
し、復号するピクチャを決定することができる。
【０１０８】
　なお、画像復号装置２０は、ステップＳ２１３におけるピクチャの決定を、以下のよう
に行ってもよい。
【０１０９】
　例えば、画像復号装置２０は、アドバンスピクチャよりも表示順が前のピクチャのみを
、復号するピクチャに決定し、孤立ピクチャを復号しないピクチャに決定する。
【０１１０】
　または、画像復号装置２０は、アドバンスピクチャよりも表示順が前のピクチャと、孤
立ピクチャとを、復号するピクチャに決定する。孤立ピクチャよりも表示順が前となるア
ドバンスピクチャを復号することはできない。したがって、画像復号装置２０は、アドバ
ンスピクチャのＰＴＳによって示されるタイミングでは、復号可能なピクチャのうち、表
示順でアドバンスピクチャの直前となるピクチャの復号結果をフリーズして表示する。つ
まり、画像復号装置２０は、直前のピクチャの復号結果を、アドバンスピクチャのＰＴＳ
によって示されるタイミングでも継続して表示する。あるいは、画像復号装置２０は、復
号可能なピクチャのうち、表示順でアドバンスピクチャの直前となるピクチャの復号結果
と、アドバンスピクチャの復号結果とを内挿することによって得られる画像を表示しても
よい。
【０１１１】
　ここで、１２０ｆｐｓの復号能力がある画像復号装置は、Ｔｅｍｐｏｒａｌ　ＩＤが０
の階層に属するピクチャのみを、１２０ｆｐｓの復号間隔で復号することにより、４倍速
で再生するなどの特殊再生を行うことができる。そこで、全階層のピクチャを復号して表
示する通常再生時と、特殊再生時とにおいて、復号するピクチャの決定方法を切替えても
よい。例えば、図１Ａまたは図１Ｂに示す例において、Ｔｅｍｐｏｒａｌ　ＩＤが０とな
る各ピクチャは、ＩピクチャとＰピクチャのみであり、アドバンスピクチャはその各ピク
チャに含まれない。したがって、画像復号装置２０は、通常再生時には孤立ピクチャを復
号せず、特殊再生時にＴｅｍｐｏｒａｌ　ＩＤが０の階層に属するピクチャのみを復号し
て再生する場合などでは、孤立ピクチャを復号してもよい。より一般的には、画像復号装
置２０は、特殊再生の場合は、復号対象となる階層のピクチャにおいて、アドバンスピク
チャよりも表示順が前であるピクチャのみ復号してもよい。
【０１１２】
　なお、画像符号化装置１０は、ランダムアクセス単位が開放終端ランダムアクセス単位
である場合に、アドバンスピクチャ、あるいは、表示順で最後の孤立ピクチャを特定する
ための情報を、そのランダムアクセス単位の属性情報として符号化ストリームに格納して
もよい。例えば、画像復号装置２０は、アドバンスピクチャの復号順がランダムアクセス
単位内でＮ番目であるとすると、Ｎ番目のピクチャのＰＴＳよりも前のＰＴＳを有するピ
クチャのみを復号すると決定できる。あるいは、画像復号装置２０は、表示順で最後の孤
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立ピクチャが復号順でＮ番目であるとすると、当該の孤立ピクチャよりも表示順が後とな
るピクチャを復号しないと決定できる。
【０１１３】
　（変形例４）
　例えば６０ｆｐｓが復号能力の上限である本変形例に係る画像復号装置２０は、６０ｆ
ｐｓを超えるフレームレートの符号化ストリームを取得した場合には、符号化ストリーム
に含まれる各ピクチャを復号することができるように、各ピクチャのＤＴＳまたはＰＴＳ
を変換してもよい。例えば、画像復号装置２０は、放送または通信ネットワーク経由で符
号化ストリームを取得して記録する場合に、ＤＴＳまたはＰＴＳを変換してもよい。また
は、画像復号装置２０は、メモリやハードディスクなどに記録された符号化ストリームを
外部の機器に通信ネットワーク経由などを用いて送信する際に、ＤＴＳまたはＰＴＳを変
換してもよい。
【０１１４】
　図１４は、ＤＴＳまたはＰＴＳの変換の一例を示す図である。図１４における上から１
番目の行は、オリジナルの符号化ストリームに含まれる、全階層を構成する全てのピクチ
ャのオリジナルのＤＴＳを示す。全てのピクチャを復号して表示すると、１２０ｆｐｓの
フレームレートで動画像が表示される。図１４における上から２番目の行は、上記オリジ
ナルの符号化ストリームを６０ｆｐｓの符号化ストリームとして記録する際に、記録され
る各ピクチャ、及び、それらのピクチャのオリジナルのＤＴＳを示す。このように記録さ
れた６０ｆｐｓの符号化ストリームでは、ピクチャ間のＤＴＳの間隔が１／６０（秒）と
なることが保証されていない。
【０１１５】
　図１４における上から３番目の行は、上記オリジナルの符号化ストリームを６０ｆｐｓ
の符号化ストリームとして記録する際に、記録される各ピクチャ、及び、それらのピクチ
ャの変更後のＤＴＳを示す。本変形例における画像復号装置２０は、この３番目の行に示
すＤＴＳの変更を行う。ＤＴＳを変更した結果、ピクチャ間のＤＴＳの間隔が１／６０（
秒）となることが保証される。図１４における上から４番目の行は、上記オリジナルの符
号化ストリームを６０ｆｐｓの符号化ストリームとして記録する際に、記録される各ピク
チャ、及び、それらのピクチャのＰＴＳを示す。ＰＴＳの変更は不要であり、オリジナル
のＰＴＳと同一の値を用いることができる。ここで、ＤＴＳは、オリジナルのＤＴＳから
遅延するように変更され、ＰＴＳは変更されない。したがって、画像復号装置２０に備え
られている前段のバッファ（ＭＰＥＧ－４　ＡＶＣまたはＨＥＶＣにおけるＣｏｄｅｄ　
Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｂｕｆｆｅｒに相当）、あるいは、参照ピクチャを保持するためのバッ
ファ（ＭＰＥＧ－４　ＡＶＣまたはＨＥＶＣにおけるＤｅｃｏｄｅｄ　Ｐｉｃｔｕｒｅ　
Ｂｕｆｆｅｒに相当）では、オーバーフローもアンダーフローも発生しない。
【０１１６】
　なお、ＰＴＳの変更が必要な場合には、バッファモデル（ＭＰＥＧ－４　ＡＶＣまたは
ＨＥＶＣにおけるＨｙｐｏｔｈｅｔｉｃａｌ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｄｅｃｏｄｅｒに相
当）を満たすように、ＰＴＳを変更してもよい。符号化ストリームをＭＰＥＧ－２　ＴＳ
によって多重化する際には、ＰＴＳまたはＤＴＳはＰＥＳパケットのヘッダにおいて示さ
れる。したがって、画像復号装置２０は、ＰＥＳパケットのヘッダにおけるＰＴＳまたは
ＤＴＳを変更してもよい。あるいは、画像復号装置２０は、ＰＴＳまたはＤＴＳの値を変
更せずに、変更後の値を、ＰＥＳパケットヘッダにおけるＴＲＥＦ（Ｔｉｍｅｓｔａｍｐ
　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ）フィールドに格納してもよい。あるいは、画像復号装置２０は、
ＰＴＳまたはＤＴＳを変更した上で、オリジナルのＰＴＳまたはＤＴＳの値をＴＲＥＦフ
ィールドに格納してもよい。
【０１１７】
　上記実施の形態およびその変形例では、６０ｆｐｓと１２０ｆｐｓの組み合わせに基づ
く時間スケーラブルを例に説明したが、本発明は、他のフレームレートの組み合わせの時
間スケーラブルに適用してもよい。また、上記実施の形態およびその変形例では、時間ス
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ケーラブルを実現する際に復号する階層として、全階層と、最上位の階層を除く各階層と
の組み合わせを例に説明したが、他の組み合わせの階層に適用してもよい。
【０１１８】
　以上、一つまたは複数の態様に係る画像符号化装置および画像復号装置について、実施
の形態およびその変形例に基づいて説明したが、本発明は、この実施の形態およびその変
形例に限定されるものではない。
【０１１９】
　図１５Ａは、本発明の一態様に係る画像符号化装置のブロック図である。
【０１２０】
　本発明の一態様に係る画像符号化装置１００は、複数の階層のうちの何れかに属するピ
クチャごとに、そのピクチャが属する階層より高い階層に属する他のピクチャを参照する
ことなく、動画像を符号化する装置であって、決定部１０１と、符号化部１０２と、生成
部１０３とを備える。
【０１２１】
　決定部１０１は、その動画像に含まれる複数のピクチャのうちの一部の複数のピクチャ
であって、複数の階層のうちの最も高い階層に属していない複数の下層ピクチャの、それ
ぞれの復号時刻が等間隔になるように、動画像に含まれる複数のピクチャのそれぞれの復
号時刻を決定する。このとき、決定部１０１は、さらに、符号化された動画像に含まれる
複数のピクチャが復号される場合と、その複数のピクチャのうちの複数の下層ピクチャの
みが復号される場合との間で、複数の下層ピクチャのそれぞれが復号されるタイミングが
同一となるように、その動画像に含まれる複数のピクチャのそれぞれの復号時刻を決定す
る。
【０１２２】
　符号化部１０２は、決定された復号時刻に応じた符号化順にしたがって、その動画像に
含まれる複数のピクチャをそれぞれ符号化する。生成部１０３は、符号化された複数のピ
クチャと、その複数のピクチャのそれぞれに対して決定された復号時刻とを含む符号化ス
トリームを生成する。
【０１２３】
　図１５Ｂは、本発明の一態様に係る画像符号化方法を示すフローチャートである。
【０１２４】
　本発明の一態様に係る画像符号化方法は、画像符号化装置１００が、複数の階層のうち
の何れかに属するピクチャごとに、そのピクチャが属する階層より高い階層に属する他の
ピクチャを参照することなく、動画像を符号化する方法である。この画像符号化方法は、
ステップＳ１０１と、ステップＳ１０２と、ステップＳ１０３とを含む。ステップＳ１０
１では、その動画像に含まれる複数のピクチャのうちの一部の複数のピクチャであって、
複数の階層のうちの最も高い階層に属していない複数の下層ピクチャの、それぞれの復号
時刻が等間隔になるように、動画像に含まれる複数のピクチャのそれぞれの復号時刻を決
定する。このとき、さらに、符号化された動画像に含まれる複数のピクチャが復号される
場合と、その複数のピクチャのうちの複数の下層ピクチャのみが復号される場合との間で
、複数の下層ピクチャのそれぞれが復号されるタイミングが同一となるように、その動画
像に含まれる複数のピクチャのそれぞれの復号時刻を決定する。
【０１２５】
　ステップＳ１０２では、決定された復号時刻に応じた符号化順にしたがって、その動画
像に含まれる複数のピクチャをそれぞれ符号化する。ステップＳ１０３では、符号化され
た複数のピクチャと、その複数のピクチャのそれぞれに対して決定された復号時刻とを含
む符号化ストリームを生成する。
【０１２６】
　これにより、符号化ストリームに含まれる複数ピクチャのそれぞれは、そのピクチャが
属する階層よりも高い階層に属する他のピクチャを参照することなく符号化されている。
したがって、画像復号装置は、符号化ストリームのうちの複数の下層ピクチャのみを復号
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することができる。また、符号化ストリームに含まれる複数の下層ピクチャのそれぞれの
復号時刻は等間隔である。したがって、画像復号装置は、符号化ストリームのうちの複数
の下層ピクチャのみを復号するときには、等間隔の時間経過ごとにそれらの下層ピクチャ
を順に復号することができる。したがって、その等間隔を例えば１／６０秒などの適切な
時間にすることで、画像復号装置の処理負荷を軽減することができる。つまり、画像復号
装置は、ピクチャごとの復号を１２０ｆｐｓなどの高いフレームレートで行うことなく、
自らの処理能力に応じた６０ｆｐｓなどのフレームレートで行うことができる。さらに、
符号化ストリームに含まれる複数のピクチャ（例えば全てのピクチャ）が復号される場合
と、その複数の下層ピクチャのみが復号される場合との間で、その複数の下層ピクチャの
それぞれが復号されるタイミングは同一である。例えば、図４または図６に示すように、
複数の下層ピクチャであるピクチャＩ０，Ｐ４，Ｂ２，Ｉ８，Ｂ６などはそれぞれ、１２
０ｆｐｓで復号が行われる場合と、６０ｆｐｓで復号が行われる場合との間で、同じタイ
ミングで復号される。したがって、画像復号装置は、符号化ストリームの全てのピクチャ
を復号する場合と、複数の下層ピクチャのみを復号する場合とで、その複数の下層ピクチ
ャのそれぞれの復号のタイミングを変える必要がない。したがって、画像復号装置の処理
負荷をより軽減することができる。
【０１２７】
　また、ステップＳ１０１における復号時刻の決定では、動画像に含まれる複数のピクチ
ャのうちの一部の複数のピクチャであって、最も高い階層に属する複数の最上層ピクチャ
のそれぞれの復号時刻を、複数の下層ピクチャのそれぞれの復号時刻の間に決定する。例
えば、図６に示す例では、最上層ピクチャであるピクチャＢ１の復号時刻は、下層ピクチ
ャであるピクチャＰ４とピクチャＢ２との間に決定され、最上層ピクチャであるピクチャ
Ｂ３の復号時刻は、下層ピクチャであるピクチャＢ２とピクチャＩ８との間に決定される
。
【０１２８】
　これにより、符号化ストリームが復号されるときには、最上層ピクチャと下層ピクチャ
とはそれぞれ交互に復号される。したがって、符号化ストリームのうちで複数の下層ピク
チャのそれぞれが復号される時刻の間隔はいずれも、復号化ストリームの全てのピクチャ
のそれぞれが復号される時刻の間隔よりも長い。その結果、画像復号装置は、複数の下層
ピクチャのみを復号するときには、復号化ストリームの全てのピクチャのそれぞれを復号
するときよりも、確実に低いフレームレートで各ピクチャを復号することができる。した
がって、画像復号装置の処理負荷を確実に軽減することができる。
【０１２９】
　また、ステップＳ１０１における復号時刻の決定では、複数の最上層ピクチャおよび複
数の下層ピクチャのうち、復号順で連続する最上層ピクチャおよび下層ピクチャのそれぞ
れの復号時刻の間隔の２倍の時間が、上述の等間隔の時間と等しくなるように、動画像に
含まれる複数のピクチャのそれぞれの復号時刻を決定する。例えば、図６に示す例では、
復号順で連続する最上層ピクチャであるピクチャＢ１および下層ピクチャであるピクチャ
Ｂ２のそれぞれの復号時刻の間隔はＴ＝１／１２０秒である。そこで、ステップＳ１０１
では、２×Ｔ＝１／６０秒が、上述の等間隔の時間と等しくなるように、動画像に含まれ
る複数のピクチャのそれぞれの復号時刻が決定される。
【０１３０】
　これにより、複数の下層ピクチャのそれぞれの復号時刻の間隔はいずれも、復号順で連
続する最上層ピクチャおよび下層ピクチャのそれぞれの復号時刻の間隔、つまり、復号化
ストリームの全てのピクチャのそれぞれが復号される時刻の間隔の２倍となる。したがっ
て、符号化ストリームの全てのピクチャを復号して表示するときのフレームレートが１２
０ｆｐｓである場合、画像復号装置は、６０ｆｐｓのフレームレートの逆数の時間間隔で
、符号化ストリームに含まれる複数の下層ピクチャのそれぞれを負担なく復号することが
できる。
【０１３１】
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　また、動画像が、復号順で連続する複数のピクチャからなるランダムアクセス単位を複
数有する場合、ステップＳ１０１では、以下のように復号時刻を決定してもよい。つまり
、このステップＳ１０１では、ランダムアクセス単位ごとに、そのランダムアクセス単位
において、復号順で先頭のピクチャよりも、表示順で前に表示されるピクチャを除く全て
のピクチャを、他のランダムアクセス単位に含まれるピクチャを参照することなく復号し
得るように、そのランダムアクセス単位内の各ピクチャの復号時刻を決定する。ここで、
先頭のピクチャは、その先頭のピクチャよりも復号順で後のピクチャが、その先頭のピク
チャよりも復号順で前のピクチャを参照することが禁じられているＩピクチャ（いわゆる
ＩＤＲピクチャ：Ｉｎｓｔａｎｔａｎｅｏｕｓ　Ｄｅｃｏｄｉｎｇ　Ｒｅｆｒｅｓｈ　Ｐ
ｉｃｔｕｒｅ）である。または、先頭のピクチャは、その先頭のピクチャよりも復号順で
後であって、表示順で前のピクチャが、当該先頭のピクチャよりも復号順で前のピクチャ
を参照することが許可されているＩピクチャ（いわゆるＣＲＡピクチャ：Ｃｌｅａｎ　Ｒ
ａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｉｃｔｕｒｅ）である。例えば、このステップＳ１０１で
は、画像符号化装置１００は、動画像に含まれる複数のピクチャのそれぞれの復号時刻を
図６に示すように決定する。この図６に示す例では、ピクチャＩ１６は、ピクチャＩ１６
よりも表示順で前のピクチャＢ１３が第１のランダムアクセス単位内のピクチャＰ１２を
参照するため、ＣＲＡピクチャである。
【０１３２】
　これにより、画像復号装置はランダムアクセス単位ごとに、そのランダムアクセス単位
に含まれる複数のピクチャのそれぞれを適切に復号することができる。
【０１３３】
　ここで、画像符号化装置１００が、ステップＳ１０１において、図６に示す例のように
、動画像に含まれる複数のピクチャの復号時刻を決定する処理動作について、詳細に説明
する。
【０１３４】
　符号化された動画像に含まれる全てのピクチャが復号されて表示されるフレームレート
が例えば１２０ｆｐｓである場合、画像符号化装置１００は、ステップＳ１０１では、そ
のフレームレート（１２０ｆｐｓ）の逆数の時間単位（１／１２０秒）で、その全てのピ
クチャのそれぞれの復号時刻を決定する。つまり、各ピクチャに対して決定される復号時
刻は、その時間単位の整数倍にオフセット値を加算した時刻で表現される。また、画像符
号化装置１００は、ステップＳ１０１では、まず、動画像に含まれる複数のピクチャのそ
れぞれのＴＩｄを決定した後に、複数のピクチャのそれぞれの復号順を決定してもよい。
そして、画像符号化装置１００は、その決定された復号順に基づいて、複数のピクチャの
それぞれのＤＴＳを上記時間単位で決定する。
【０１３５】
　例えば、画像符号化装置１００は、表示順に配置される各ピクチャに対して、そのピク
チャの階層を識別するための値であるＴＩｄを、０以上Ｋ（Ｋは１以上の整数）以下の範
囲で決定する。ＴＩｄがＫの階層が最も高い階層であり、Ｔｉｄが０の階層が最も低い階
層である。具体的には、決定部１０１は、動画像において、表示順で配列される複数のピ
クチャのうちの先頭のＩピクチャのＴｉｄを０に決定する。さらに、決定部１０１は、表
示順に配列されるその先頭のＩピクチャ以降の複数のピクチャのうち、連続するＭ（Ｍは
２以上の整数）枚のピクチャ（以下、ピクチャセットという）ごとに、そのピクチャセッ
トのうちの最後のピクチャであるＩピクチャまたはＰピクチャのＴＩｄを０に決定する。
ピクチャセットにおいて、表示順で最後のピクチャはＩピクチャまたはＰピクチャであり
、そのＩピクチャまたはＰピクチャのＴＩｄが０に決定される。また、ＴＩｄが０に決定
されたピクチャを、以下、０階層ピクチャという。例えば、図１Ａに示す例では、ピクチ
ャＢ１、ピクチャＢ２、ピクチャＢ３およびピクチャＰ４を含む４枚のピクチャが、上述
のピクチャセットに相当する。そして、ピクチャＰ４が０階層ピクチャとして決定される
。
【０１３６】
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　次に、決定部１０１は、ピクチャセットに含まれる、０階層ピクチャ以外の少なくとも
１つのピクチャ（例えばＢピクチャ）であって、ＴＩｄが決定される候補となる少なくと
も１つのピクチャを候補ピクチャとして特定する。この候補ピクチャは、ＴＩｄが既に決
定された２つの既定ピクチャの中間に表示されるピクチャである。例えば、図１Ａに示す
例において、ピクチャＩ０とピクチャＰ４のそれぞれのＴＩｄが既に決定されている場合
、ピクチャＩ０とピクチャＰ４は既定ピクチャである。この場合、ピクチャＢ１～Ｂ３お
よびピクチャＰ４を含むピクチャセットでは、ピクチャＩ０とピクチャＰ４との中間に表
示されるピクチャであるピクチャＢ２が候補ピクチャとして特定される。
【０１３７】
　さらに、決定部１０１は、このように特定された候補ピクチャが複数あれば、それらの
候補ピクチャのうち、表示順で先頭の候補ピクチャのＴＩｄを、その先頭の候補ピクチャ
に対応する前記２つの既定ピクチャのＴＩｄのうちの低い方でないＴＩｄに、１を加算し
た値Ｎに決定する。例えば、図１Ｂに示す例において、ピクチャＩ０、ピクチャＰ８およ
びピクチャＢ４のそれぞれのＴＩｄが既に決定されている場合、そのピクチャＩ０、ピク
チャＰ８およびピクチャＢ４は既定ピクチャである。この場合、ピクチャＢ１～Ｂ７およ
びピクチャＰ８を含むピクチャセットでは、ピクチャＩ０とピクチャＢ４との中間に表示
されるピクチャであるピクチャＢ２と、ピクチャＢ４とピクチャＰ８との中間に表示され
るピクチャであるピクチャＢ６と、が候補ピクチャとして特定される。したがって、決定
部１０１は、それらの候補ピクチャＢ２およびＢ６のうち、表示順で先頭の候補ピクチャ
Ｂ２のＴＩｄを、その先頭の候補ピクチャＢ２に対応する２つの既定ピクチャＩ０および
Ｂ４のＴＩｄのうちの低い方でないＴＩｄ＝１に、１を加算した値（Ｎ＝２）に決定する
。
【０１３８】
　決定部１０１は、このような候補ピクチャの特定とＴｉｄの決定とを、ＮがＫ以下の範
囲であって、かつ、ピクチャセットに含まれる、０階層ピクチャ以外の全てのピクチャの
ＩＴｄが決定されるまで、繰り返す。その結果、図１Ａまたは図１Ｂに示すように、各ピ
クチャに対してＴＩｄが決定される。
【０１３９】
　次に、決定部１０１は、上述の先頭のＩピクチャの復号順を１番に決定する。例えば、
決定部１０１は、図６に示すように、先頭のＩピクチャであるピクチャＩ０の復号順を１
番に決定する。
【０１４０】
　そして、決定部１０１は、上述のピクチャセットごとに、そのピクチャセット内の複数
のピクチャのそれぞれの復号順を決定する。具体的には、決定部１０１は、そのピクチャ
セットにおいて、０階層ピクチャの復号順を先頭に決定する。そして、決定部１０１は、
そのピクチャセットに含まれる、０階層ピクチャ以外の複数のピクチャのうち、表示順で
前のピクチャから順に、そのピクチャの復号順を、既に決定された復号順の直後に決定す
る。例えば、決定部１０１は、ピクチャＢ１～Ｂ７およびピクチャＰ８を含むピクチャセ
ットにおいて、０階層ピクチャであるピクチャＰ８の復号順を先頭に決定する。そして、
決定部１０１は、ピクチャＰ８の次に、ピクチャＢ１、ピクチャＢ２、ピクチャＢ３が順
に続くように、ピクチャＢ１～Ｂ３の復号順を決定する。
【０１４１】
　また、決定部１０１は、表示順で配置される複数のピクチャセットを、その配列されて
いる順で復号すると決定する。つまり、決定部１０１は、ピクチャセットにおける先頭の
復号順を、表示順で直前のピクチャセットにおける最後の復号順、または、上述の先頭の
Ｉピクチャ（ピクチャＩ０）の復号順に１を加算した序数に決定する。
【０１４２】
　さらに、決定部１０１は、先頭のＩピクチャ（ピクチャＩ０）の復号時刻を決定すると
、そのＩピクチャの復号順で直後のピクチャ（ピクチャＰ４）の復号時刻を、そのＩピク
チャの復号時刻に上述の時間単位（１／１２０秒）×２を加算した時刻に決定する。また
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、決定部１０１は、上述の直後のピクチャ（ピクチャＰ４）よりも復号順が後の各ピクチ
ャの復号時刻を、復号順で直前のピクチャの復号時刻に上述の時間単位を加算した時刻に
決定する。
【０１４３】
　上述のように決定部１０１によって各ピクチャの復号時刻が決定されることによって、
複数の下層ピクチャのそれぞれの復号時刻は、等間隔、つまり、上述の時間単位（１／１
２０秒）×２の間隔になる。
【０１４４】
　また、ステップＳ１０１における復号時刻の決定では、符号化された動画像に含まれる
全てのピクチャが復号されて表示されるフレームレートがｆである場合、全てのピクチャ
に含まれる複数の下層ピクチャのそれぞれの復号時刻が、そのｆの逆数のｎ倍（ｎは２以
上の整数）で示される時間だけ離れるように、全てのピクチャのそれぞれの復号時刻を決
定してもよい。
【０１４５】
　これにより、画像復号装置は、そのフレームレートの逆数のｎ倍の時間間隔で、複数の
下層ピクチャのそれぞれを順に負担なく復号することができる。
【０１４６】
　また、本発明の一態様に係る画像符号化方法は、さらに、動画像に含まれる復号順で先
頭のピクチャの復号時刻と、動画像に含まれる表示順で先頭のピクチャの表示時刻との間
の時間である表示遅延を示す表示遅延情報を、符号化ストリームに含めてもよい。
【０１４７】
　これにより、画像復号装置は、符号化ストリームから表示遅延情報を取得することがで
きる。したがって、画像復号装置は、図８に示すように、その表示遅延情報によって示さ
れる表示遅延だけ表示開始時刻よりも前の時刻から、符号化ストリームの復号を開始すれ
ば、その表示開始時刻から遅延なく動画像を表示することができる。
【０１４８】
　また、本発明の一態様に係る画像符号化方法は、さらに、動画像に含まれる複数のピク
チャのそれぞれに対して決定された復号時刻が等間隔でないことを示す不等間隔情報を符
号化ストリームに含めてもよい。
【０１４９】
　これにより、画像復号装置は、符号化ストリームから不等間隔情報を取得することがで
きる。したがって、画像復号装置は、符号化ストリームに含まれる複数のピクチャをそれ
ぞれ、表示のフレームレートで順次復号することができないと判断することができる。そ
の結果、画像復号装置は、図１０に示すフローチャートにしたがって、符号化ストリーム
に含まれる複数のピクチャのそれぞれに対して決定された復号時刻を参照しながら、それ
らの複数のピクチャを適切なタイミングで復号することができる。
【０１５０】
　図１５Ｃは、本発明の一態様に係る画像復号装置のブロック図である。
【０１５１】
　本発明の一態様に係る画像復号装置２００は、複数の階層のうちの何れかに属するピク
チャごとに、当該ピクチャが属する階層より高い階層に属する他のピクチャを参照するこ
となく符号化された動画像を含む符号化ストリームを復号する装置である。この画像復号
装置２００は、取得部２０１と、復号部２０２とを備える。
【０１５２】
　取得部２０１は、符号化ストリームに含まれる複数のピクチャのそれぞれの復号時刻を
、その符号化ストリームから取得する。ここで、複数のピクチャのそれぞれの復号時刻は
以下のように決定されている。つまり、これらの復号時刻は、符号化ストリームに含まれ
る複数のピクチャのうちの一部の複数のピクチャであって、複数の階層のうちの最も高い
階層に属していない複数の下層ピクチャの、それぞれの復号時刻が等間隔になるように決
定されている。さらに、これらの復号時刻は、符号化ストリームに含まれる複数のピクチ
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ャが復号される場合と、複数のピクチャのうちの複数の下層ピクチャのみが復号される場
合との間で、複数の下層ピクチャのそれぞれが復号されるタイミングが同一となるように
決定されている。
【０１５３】
　復号部２０２は、取得された復号時刻にしたがって、その符号化ストリームに含まれる
複数のピクチャ、または複数の下層ピクチャのそれぞれを復号する。
【０１５４】
　図１５Ｄは、本発明の一態様に係る画像復号方法を示すフローチャートである。
【０１５５】
　本発明の一態様に係る画像復号方法は、複数の階層のうちの何れかに属するピクチャご
とに、当該ピクチャが属する階層より高い階層に属する他のピクチャを参照することなく
符号化された動画像を含む符号化ストリームを、画像復号装置２００が復号する方法であ
る。この画像復号方法は、ステップＳ２０１と、ステップＳ２０２とを含む。
【０１５６】
　ステップＳ２０１では、符号化ストリームに含まれる複数のピクチャのそれぞれの復号
時刻を、その符号化ストリームから取得する。ここで、複数のピクチャのそれぞれの復号
時刻は以下のように決定されている。つまり、これらの復号時刻は、符号化ストリームに
含まれる複数のピクチャのうちの一部の複数のピクチャであって、複数の階層のうちの最
も高い階層に属していない複数の下層ピクチャの、それぞれの復号時刻が等間隔になるよ
うに決定されている。さらに、これらの復号時刻は、符号化ストリームに含まれる複数の
ピクチャが復号される場合と、複数のピクチャのうちの複数の下層ピクチャのみが復号さ
れる場合との間で、複数の下層ピクチャのそれぞれが復号されるタイミングが同一となる
ように決定されている。
【０１５７】
　ステップＳ２０２では、取得された復号時刻にしたがって、その符号化ストリームに含
まれる複数のピクチャ、または複数の下層ピクチャのそれぞれを復号する。
【０１５８】
　これにより、符号化ストリームに含まれる複数ピクチャのそれぞれは、そのピクチャが
属する階層よりも高い階層に属する他のピクチャを参照することなく符号化されている。
したがって、画像復号装置２００は、符号化ストリームのうちの複数の下層ピクチャのみ
を復号することができる。また、符号化ストリームに含まれる複数の下層ピクチャのそれ
ぞれの復号時刻は等間隔である。したがって、画像復号装置２００は、符号化ストリーム
のうちの複数の下層ピクチャのみを復号するときには、等間隔の時間経過ごとにそれらの
下層ピクチャを順に復号することができる。したがって、その等間隔が適切な時間であれ
ば、画像復号装置２００の処理負荷を軽減することができる。つまり、画像復号装置２０
０は、ピクチャごとの復号を高いフレームレートで行うことなく、自らの処理能力に応じ
たフレームレートで行うことができる。さらに、符号化ストリームに含まれる複数のピク
チャ（例えば全てのピクチャ）が復号される場合と、その複数の下層ピクチャのみが復号
される場合との間で、その複数の下層ピクチャのそれぞれが復号されるタイミングは同一
である。したがって、画像復号装置２００は、符号化ストリームの全てのピクチャを復号
する場合と、複数の下層ピクチャのみを復号する場合とで、その複数の下層ピクチャのそ
れぞれの復号のタイミングを変える必要がない。したがって、画像復号装置２００の処理
負荷をより軽減することができる。
【０１５９】
　また、本発明の一態様に係る画像復号方法は、さらに、符号化ストリームに含まれる複
数のピクチャのそれぞれの復号時刻が等間隔でない場合、その複数のピクチャのそれぞれ
の復号時刻を等間隔に変更し、符号化ストリームの復号では、変更された復号時刻にした
がって、その符号化ストリームに含まれる複数のピクチャ、または複数の下層ピクチャの
それぞれを復号してもよい。
【０１６０】
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　これにより、例えば図１１に示すように、複数のピクチャのそれぞれの復号時刻が等間
隔に変更されるため、画像復号装置２００は、符号化ストリームに含まれる複数のピクチ
ャのそれぞれを等間隔の時間経過ごとに復号することができる。したがって、画像復号装
置２００の処理負荷をより軽減することができる。
【０１６１】
　また、本発明の一態様に係る画像復号方法は、符号化ストリームの復号では、符号化ス
トリームに含まれるピクチャごとに、そのピクチャに対して取得された復号時刻が、予め
定められた周期ごとに発生する処理信号（上述のビデオ処理信号に相当）の発生タイミン
グと一致するか否かを判定し、一致すると判定されたときに、当該ピクチャを復号しても
よい。例えば、画像復号方法は、さらに、符号化ストリームに含まれる全てのピクチャが
復号されて表示されるときのフレームレートの逆数を、上述の予め定められた周期に決定
してもよい。
【０１６２】
　これにより、図１０のフローチャートに示すように、複数のピクチャのそれぞれの復号
時刻が等間隔でなくても、複数のピクチャのそれぞれを、そのピクチャの復号時刻に適切
に復号することができる。
【０１６３】
　なお、上記各実施の形態において、各構成要素は、専用のハードウェアで構成されるか
、各構成要素に適したソフトウェアプログラムを実行することによって実現されてもよい
。各構成要素は、ＣＰＵまたはプロセッサなどのプログラム実行部が、ハードディスクま
たは半導体メモリなどの記録媒体に記録されたソフトウェアプログラムを読み出して実行
することによって実現されてもよい。ここで、上記実施の形態または変形例の画像符号化
装置１０、１００を実現するソフトウェアは、図１５Ｂに示すフローチャートに含まれる
各ステップをコンピュータに実行させる。また、上記実施の形態または変形例の画像復号
装置２０，２００を実現するソフトウェアは、図１５Ｄに示すフローチャートに含まれる
各ステップをコンピュータに実行させる。
【０１６４】
　（実施の形態２）
　上記各実施の形態で示した動画像符号化方法（画像符号化方法）または動画像復号化方
法（画像復号方法）の構成を実現するためのプログラムを記憶メディアに記録することに
より、上記各実施の形態で示した処理を独立したコンピュータシステムにおいて簡単に実
施することが可能となる。記憶メディアは、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク
、ＩＣカード、半導体メモリ等、プログラムを記録できるものであればよい。
【０１６５】
　さらにここで、上記各実施の形態で示した動画像符号化方法（画像符号化方法）や動画
像復号化方法（画像復号方法）の応用例とそれを用いたシステムを説明する。当該システ
ムは、画像符号化方法を用いた画像符号化装置、及び画像復号方法を用いた画像復号装置
からなる画像符号化復号装置を有することを特徴とする。システムにおける他の構成につ
いて、場合に応じて適切に変更することができる。
【０１６６】
　図１６は、コンテンツ配信サービスを実現するコンテンツ供給システムex１００の全体
構成を示す図である。通信サービスの提供エリアを所望の大きさに分割し、各セル内にそ
れぞれ固定無線局である基地局ex１０６、ex１０７、ex１０８、ex１０９、ex１１０が設
置されている。
【０１６７】
　このコンテンツ供給システムex１００は、インターネットex１０１にインターネットサ
ービスプロバイダex１０２および電話網ex１０４、および基地局ex１０６からex１１０を
介して、コンピュータex１１１、ＰＤＡ（Personal Digital Assistant）ex１１２、カメ
ラex１１３、携帯電話ex１１４、ゲーム機ex１１５などの各機器が接続される。
【０１６８】
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　しかし、コンテンツ供給システムex１００は図１６のような構成に限定されず、いずれ
かの要素を組合せて接続するようにしてもよい。また、固定無線局である基地局ex１０６
からex１１０を介さずに、各機器が電話網ex１０４に直接接続されてもよい。また、各機
器が近距離無線等を介して直接相互に接続されていてもよい。
【０１６９】
　カメラex１１３はデジタルビデオカメラ等の動画撮影が可能な機器であり、カメラex１
１６はデジタルカメラ等の静止画撮影、動画撮影が可能な機器である。また、携帯電話ex
１１４は、ＧＳＭ（登録商標）（Global System for Mobile Communications）方式、Ｃ
ＤＭＡ（Code Division Multiple Access）方式、Ｗ－ＣＤＭＡ（Wideband-Code Divisio
n Multiple Access）方式、若しくはＬＴＥ（Long Term Evolution）方式、ＨＳＰＡ(Hig
h Speed Packet Access)の携帯電話機、またはＰＨＳ（Personal Handyphone System）等
であり、いずれでも構わない。
【０１７０】
　コンテンツ供給システムex１００では、カメラex１１３等が基地局ex１０９、電話網ex
１０４を通じてストリーミングサーバex１０３に接続されることで、ライブ配信等が可能
になる。ライブ配信では、ユーザがカメラex１１３を用いて撮影するコンテンツ（例えば
、音楽ライブの映像等）に対して上記各実施の形態で説明したように符号化処理を行い（
即ち、本発明の一態様に係る画像符号化装置として機能する）、ストリーミングサーバex
１０３に送信する。一方、ストリーミングサーバex１０３は要求のあったクライアントに
対して送信されたコンテンツデータをストリーム配信する。クライアントとしては、上記
符号化処理されたデータを復号化することが可能な、コンピュータex１１１、ＰＤＡex１
１２、カメラex１１３、携帯電話ex１１４、ゲーム機ex１１５等がある。配信されたデー
タを受信した各機器では、受信したデータを復号化処理して再生する（即ち、本発明の一
態様に係る画像復号装置として機能する）。
【０１７１】
　なお、撮影したデータの符号化処理はカメラex１１３で行っても、データの送信処理を
するストリーミングサーバex１０３で行ってもよいし、互いに分担して行ってもよい。同
様に配信されたデータの復号化処理はクライアントで行っても、ストリーミングサーバex
１０３で行ってもよいし、互いに分担して行ってもよい。また、カメラex１１３に限らず
、カメラex１１６で撮影した静止画像および／または動画像データを、コンピュータex１
１１を介してストリーミングサーバex１０３に送信してもよい。この場合の符号化処理は
カメラex１１６、コンピュータex１１１、ストリーミングサーバex１０３のいずれで行っ
てもよいし、互いに分担して行ってもよい。
【０１７２】
　また、これら符号化・復号化処理は、一般的にコンピュータex１１１や各機器が有する
ＬＳＩex５００において処理する。ＬＳＩex５００は、ワンチップであっても複数チップ
からなる構成であってもよい。なお、動画像符号化・復号化用のソフトウェアをコンピュ
ータex１１１等で読み取り可能な何らかの記録メディア（ＣＤ－ＲＯＭ、フレキシブルデ
ィスク、ハードディスクなど）に組み込み、そのソフトウェアを用いて符号化・復号化処
理を行ってもよい。さらに、携帯電話ex１１４がカメラ付きである場合には、そのカメラ
で取得した動画データを送信してもよい。このときの動画データは携帯電話ex１１４が有
するＬＳＩex５００で符号化処理されたデータである。
【０１７３】
　また、ストリーミングサーバex１０３は複数のサーバや複数のコンピュータであって、
データを分散して処理したり記録したり配信するものであってもよい。
【０１７４】
　以上のようにして、コンテンツ供給システムex１００では、符号化されたデータをクラ
イアントが受信して再生することができる。このようにコンテンツ供給システムex１００
では、ユーザが送信した情報をリアルタイムでクライアントが受信して復号化し、再生す
ることができ、特別な権利や設備を有さないユーザでも個人放送を実現できる。
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【０１７５】
　なお、コンテンツ供給システムex１００の例に限らず、図１７に示すように、デジタル
放送用システムex２００にも、上記各実施の形態の少なくとも動画像符号化装置（画像符
号化装置）または動画像復号化装置（画像復号装置）のいずれかを組み込むことができる
。具体的には、放送局ex２０１では映像データに音楽データなどが多重化された多重化デ
ータが電波を介して通信または衛星ex２０２に伝送される。この映像データは上記各実施
の形態で説明した動画像符号化方法により符号化されたデータである（即ち、本発明の一
態様に係る画像符号化装置によって符号化されたデータである）。これを受けた放送衛星
ex２０２は、放送用の電波を発信し、この電波を衛星放送の受信が可能な家庭のアンテナ
ex２０４が受信する。受信した多重化データを、テレビ（受信機）ex３００またはセット
トップボックス（ＳＴＢ）ex２１７等の装置が復号化して再生する（即ち、本発明の一態
様に係る画像復号装置として機能する）。
【０１７６】
　また、ＤＶＤ、ＢＤ等の記録メディアex２１５に記録した多重化データを読み取り復号
化する、または記録メディアex２１５に映像信号を符号化し、さらに場合によっては音楽
信号と多重化して書き込むリーダ／レコーダex２１８にも上記各実施の形態で示した動画
像復号化装置または動画像符号化装置を実装することが可能である。この場合、再生され
た映像信号はモニタex２１９に表示され、多重化データが記録された記録メディアex２１
５により他の装置やシステムにおいて映像信号を再生することができる。また、ケーブル
テレビ用のケーブルex２０３または衛星／地上波放送のアンテナex２０４に接続されたセ
ットトップボックスex２１７内に動画像復号化装置を実装し、これをテレビのモニタex２
１９で表示してもよい。このときセットトップボックスではなく、テレビ内に動画像復号
化装置を組み込んでもよい。
【０１７７】
　図１８は、上記各実施の形態で説明した動画像復号化方法および動画像符号化方法を用
いたテレビ（受信機）ex３００を示す図である。テレビex３００は、上記放送を受信する
アンテナex２０４またはケーブルex２０３等を介して映像データに音声データが多重化さ
れた多重化データを取得、または出力するチューナex３０１と、受信した多重化データを
復調する、または外部に送信する多重化データに変調する変調／復調部ex３０２と、復調
した多重化データを映像データと、音声データとに分離する、または信号処理部ex３０６
で符号化された映像データ、音声データを多重化する多重／分離部ex３０３を備える。
【０１７８】
　また、テレビex３００は、音声データ、映像データそれぞれを復号化する、またはそれ
ぞれの情報を符号化する音声信号処理部ex３０４、映像信号処理部ex３０５（本発明の一
態様に係る画像符号化装置または画像復号装置として機能する）を有する信号処理部ex３
０６と、復号化した音声信号を出力するスピーカex３０７、復号化した映像信号を表示す
るディスプレイ等の表示部ex３０８を有する出力部ex３０９とを有する。さらに、テレビ
ex３００は、ユーザ操作の入力を受け付ける操作入力部ex３１２等を有するインタフェー
ス部ex３１７を有する。さらに、テレビex３００は、各部を統括的に制御する制御部ex３
１０、各部に電力を供給する電源回路部ex３１１を有する。インタフェース部ex３１７は
、操作入力部ex３１２以外に、リーダ／レコーダex２１８等の外部機器と接続されるブリ
ッジex３１３、ＳＤカード等の記録メディアex２１６を装着可能とするためのスロット部
ex３１４、ハードディスク等の外部記録メディアと接続するためのドライバex３１５、電
話網と接続するモデムex３１６等を有していてもよい。なお記録メディアex２１６は、格
納する不揮発性／揮発性の半導体メモリ素子により電気的に情報の記録を可能としたもの
である。テレビex３００の各部は同期バスを介して互いに接続されている。
【０１７９】
　まず、テレビex３００がアンテナex２０４等により外部から取得した多重化データを復
号化し、再生する構成について説明する。テレビex３００は、リモートコントローラex２
２０等からのユーザ操作を受け、ＣＰＵ等を有する制御部ex３１０の制御に基づいて、変
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調／復調部ex３０２で復調した多重化データを多重／分離部ex３０３で分離する。さらに
テレビex３００は、分離した音声データを音声信号処理部ex３０４で復号化し、分離した
映像データを映像信号処理部ex３０５で上記各実施の形態で説明した復号化方法を用いて
復号化する。復号化した音声信号、映像信号は、それぞれ出力部ex３０９から外部に向け
て出力される。出力する際には、音声信号と映像信号が同期して再生するよう、バッファ
ex３１８、ex３１９等に一旦これらの信号を蓄積するとよい。また、テレビex３００は、
放送等からではなく、磁気／光ディスク、ＳＤカード等の記録メディアex２１５、ex２１
６から多重化データを読み出してもよい。次に、テレビex３００が音声信号や映像信号を
符号化し、外部に送信または記録メディア等に書き込む構成について説明する。テレビex
３００は、リモートコントローラex２２０等からのユーザ操作を受け、制御部ex３１０の
制御に基づいて、音声信号処理部ex３０４で音声信号を符号化し、映像信号処理部ex３０
５で映像信号を上記各実施の形態で説明した符号化方法を用いて符号化する。符号化した
音声信号、映像信号は多重／分離部ex３０３で多重化され外部に出力される。多重化する
際には、音声信号と映像信号が同期するように、バッファex３２０、ex３２１等に一旦こ
れらの信号を蓄積するとよい。なお、バッファex３１８、ex３１９、ex３２０、ex３２１
は図示しているように複数備えていてもよいし、１つ以上のバッファを共有する構成であ
ってもよい。さらに、図示している以外に、例えば変調／復調部ex３０２や多重／分離部
ex３０３の間等でもシステムのオーバーフロー、アンダーフローを避ける緩衝材としてバ
ッファにデータを蓄積することとしてもよい。
【０１８０】
　また、テレビex３００は、放送等や記録メディア等から音声データ、映像データを取得
する以外に、マイクやカメラのＡＶ入力を受け付ける構成を備え、それらから取得したデ
ータに対して符号化処理を行ってもよい。なお、ここではテレビex３００は上記の符号化
処理、多重化、および外部出力ができる構成として説明したが、これらの処理を行うこと
はできず、上記受信、復号化処理、外部出力のみが可能な構成であってもよい。
【０１８１】
　また、リーダ／レコーダex２１８で記録メディアから多重化データを読み出す、または
書き込む場合には、上記復号化処理または符号化処理はテレビex３００、リーダ／レコー
ダex２１８のいずれで行ってもよいし、テレビex３００とリーダ／レコーダex２１８が互
いに分担して行ってもよい。
【０１８２】
　一例として、光ディスクからデータの読み込みまたは書き込みをする場合の情報再生／
記録部ex４００の構成を図１９に示す。情報再生／記録部ex４００は、以下に説明する要
素ex４０１、ex４０２、ex４０３、ex４０４、ex４０５、ex４０６、ex４０７を備える。
光ヘッドex４０１は、光ディスクである記録メディアex２１５の記録面にレーザスポット
を照射して情報を書き込み、記録メディアex２１５の記録面からの反射光を検出して情報
を読み込む。変調記録部ex４０２は、光ヘッドex４０１に内蔵された半導体レーザを電気
的に駆動し記録データに応じてレーザ光の変調を行う。再生復調部ex４０３は、光ヘッド
ex４０１に内蔵されたフォトディテクタにより記録面からの反射光を電気的に検出した再
生信号を増幅し、記録メディアex２１５に記録された信号成分を分離して復調し、必要な
情報を再生する。バッファex４０４は、記録メディアex２１５に記録するための情報およ
び記録メディアex２１５から再生した情報を一時的に保持する。ディスクモータex４０５
は記録メディアex２１５を回転させる。サーボ制御部ex４０６は、ディスクモータex４０
５の回転駆動を制御しながら光ヘッドex４０１を所定の情報トラックに移動させ、レーザ
スポットの追従処理を行う。システム制御部ex４０７は、情報再生／記録部ex４００全体
の制御を行う。上記の読み出しや書き込みの処理はシステム制御部ex４０７が、バッファ
ex４０４に保持された各種情報を利用し、また必要に応じて新たな情報の生成・追加を行
うと共に、変調記録部ex４０２、再生復調部ex４０３、サーボ制御部ex４０６を協調動作
させながら、光ヘッドex４０１を通して、情報の記録再生を行うことにより実現される。
システム制御部ex４０７は例えばマイクロプロセッサで構成され、読み出し書き込みのプ
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ログラムを実行することでそれらの処理を実行する。
【０１８３】
　以上では、光ヘッドex４０１はレーザスポットを照射するとして説明したが、近接場光
を用いてより高密度な記録を行う構成であってもよい。
【０１８４】
　図２０に光ディスクである記録メディアex２１５の模式図を示す。記録メディアex２１
５の記録面には案内溝（グルーブ）がスパイラル状に形成され、情報トラックex２３０に
は、予めグルーブの形状の変化によってディスク上の絶対位置を示す番地情報が記録され
ている。この番地情報はデータを記録する単位である記録ブロックex２３１の位置を特定
するための情報を含み、記録や再生を行う装置において情報トラックex２３０を再生し番
地情報を読み取ることで記録ブロックを特定することができる。また、記録メディアex２
１５は、データ記録領域ex２３３、内周領域ex２３２、外周領域ex２３４を含んでいる。
ユーザデータを記録するために用いる領域がデータ記録領域ex２３３であり、データ記録
領域ex２３３より内周または外周に配置されている内周領域ex２３２と外周領域ex２３４
は、ユーザデータの記録以外の特定用途に用いられる。情報再生／記録部ex４００は、こ
のような記録メディアex２１５のデータ記録領域ex２３３に対して、符号化された音声デ
ータ、映像データまたはそれらのデータを多重化した多重化データの読み書きを行う。
【０１８５】
　以上では、１層のＤＶＤ、ＢＤ等の光ディスクを例に挙げ説明したが、これらに限った
ものではなく、多層構造であって表面以外にも記録可能な光ディスクであってもよい。ま
た、ディスクの同じ場所にさまざまな異なる波長の色の光を用いて情報を記録したり、さ
まざまな角度から異なる情報の層を記録したりなど、多次元的な記録／再生を行う構造の
光ディスクであってもよい。
【０１８６】
　また、デジタル放送用システムex２００において、アンテナex２０５を有する車ex２１
０で衛星ex２０２等からデータを受信し、車ex２１０が有するカーナビゲーションex２１
１等の表示装置に動画を再生することも可能である。なお、カーナビゲーションex２１１
の構成は例えば図１８に示す構成のうち、ＧＰＳ受信部を加えた構成が考えられ、同様な
ことがコンピュータex１１１や携帯電話ex１１４等でも考えられる。
【０１８７】
　図２１Ａは、上記実施の形態で説明した動画像復号化方法および動画像符号化方法を用
いた携帯電話ex１１４を示す図である。携帯電話ex１１４は、基地局ex１１０との間で電
波を送受信するためのアンテナex３５０、映像、静止画を撮ることが可能なカメラ部ex３
６５、カメラ部ex３６５で撮像した映像、アンテナex３５０で受信した映像等が復号化さ
れたデータを表示する液晶ディスプレイ等の表示部ex３５８を備える。携帯電話ex１１４
は、さらに、操作キー部ex３６６を有する本体部、音声を出力するためのスピーカ等であ
る音声出力部ex３５７、音声を入力するためのマイク等である音声入力部ex３５６、撮影
した映像、静止画、録音した音声、または受信した映像、静止画、メール等の符号化され
たデータもしくは復号化されたデータを保存するメモリ部ex３６７、又は同様にデータを
保存する記録メディアとのインタフェース部であるスロット部ex３６４を備える。
【０１８８】
　さらに、携帯電話ex１１４の構成例について、図２１Ｂを用いて説明する。携帯電話ex
１１４は、表示部ex３５８及び操作キー部ex３６６を備えた本体部の各部を統括的に制御
する主制御部ex３６０に対して、電源回路部ex３６１、操作入力制御部ex３６２、映像信
号処理部ex３５５、カメラインタフェース部ex３６３、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display
）制御部ex３５９、変調／復調部ex３５２、多重／分離部ex３５３、音声信号処理部ex３
５４、スロット部ex３６４、メモリ部ex３６７がバスex３７０を介して互いに接続されて
いる。
【０１８９】
　電源回路部ex３６１は、ユーザの操作により終話及び電源キーがオン状態にされると、
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バッテリパックから各部に対して電力を供給することにより携帯電話ex１１４を動作可能
な状態に起動する。
【０１９０】
　携帯電話ex１１４は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等を有する主制御部ex３６０の制御に基
づいて、音声通話モード時に音声入力部ex３５６で収音した音声信号を音声信号処理部ex
３５４でデジタル音声信号に変換し、これを変調／復調部ex３５２でスペクトラム拡散処
理し、送信／受信部ex３５１でデジタルアナログ変換処理および周波数変換処理を施した
後にアンテナex３５０を介して送信する。また携帯電話ex１１４は、音声通話モード時に
アンテナex３５０を介して受信した受信データを増幅して周波数変換処理およびアナログ
デジタル変換処理を施し、変調／復調部ex３５２でスペクトラム逆拡散処理し、音声信号
処理部ex３５４でアナログ音声信号に変換した後、これを音声出力部ex３５７から出力す
る。
【０１９１】
　さらにデータ通信モード時に電子メールを送信する場合、本体部の操作キー部ex３６６
等の操作によって入力された電子メールのテキストデータは操作入力制御部ex３６２を介
して主制御部ex３６０に送出される。主制御部ex３６０は、テキストデータを変調／復調
部ex３５２でスペクトラム拡散処理をし、送信／受信部ex３５１でデジタルアナログ変換
処理および周波数変換処理を施した後にアンテナex３５０を介して基地局ex１１０へ送信
する。電子メールを受信する場合は、受信したデータに対してこのほぼ逆の処理が行われ
、表示部ex３５８に出力される。
【０１９２】
　データ通信モード時に映像、静止画、または映像と音声を送信する場合、映像信号処理
部ex３５５は、カメラ部ex３６５から供給された映像信号を上記各実施の形態で示した動
画像符号化方法によって圧縮符号化し（即ち、本発明の一態様に係る画像符号化装置とし
て機能する）、符号化された映像データを多重／分離部ex３５３に送出する。また、音声
信号処理部ex３５４は、映像、静止画等をカメラ部ex３６５で撮像中に音声入力部ex３５
６で収音した音声信号を符号化し、符号化された音声データを多重／分離部ex３５３に送
出する。
【０１９３】
　多重／分離部ex３５３は、映像信号処理部ex３５５から供給された符号化された映像デ
ータと音声信号処理部ex３５４から供給された符号化された音声データを所定の方式で多
重化し、その結果得られる多重化データを変調／復調部（変調／復調回路部）ex３５２で
スペクトラム拡散処理をし、送信／受信部ex３５１でデジタルアナログ変換処理及び周波
数変換処理を施した後にアンテナex３５０を介して送信する。
【０１９４】
　データ通信モード時にホームページ等にリンクされた動画像ファイルのデータを受信す
る場合、または映像およびもしくは音声が添付された電子メールを受信する場合、アンテ
ナex３５０を介して受信された多重化データを復号化するために、多重／分離部ex３５３
は、多重化データを分離することにより映像データのビットストリームと音声データのビ
ットストリームとに分け、同期バスex３７０を介して符号化された映像データを映像信号
処理部ex３５５に供給するとともに、符号化された音声データを音声信号処理部ex３５４
に供給する。映像信号処理部ex３５５は、上記各実施の形態で示した動画像符号化方法に
対応した動画像復号化方法によって復号化することにより映像信号を復号し（即ち、本発
明の一態様に係る画像復号装置として機能する）、ＬＣＤ制御部ex３５９を介して表示部
ex３５８から、例えばホームページにリンクされた動画像ファイルに含まれる映像、静止
画が表示される。また音声信号処理部ex３５４は、音声信号を復号し、音声出力部ex３５
７から音声が出力される。
【０１９５】
　また、上記携帯電話ex１１４等の端末は、テレビex３００と同様に、符号化器・復号化
器を両方持つ送受信型端末の他に、符号化器のみの送信端末、復号化器のみの受信端末と
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いう３通りの実装形式が考えられる。さらに、デジタル放送用システムex２００において
、映像データに音楽データなどが多重化された多重化データを受信、送信するとして説明
したが、音声データ以外に映像に関連する文字データなどが多重化されたデータであって
もよいし、多重化データではなく映像データ自体であってもよい。
【０１９６】
　このように、上記各実施の形態で示した動画像符号化方法あるいは動画像復号化方法を
上述したいずれの機器・システムに用いることは可能であり、そうすることで、上記各実
施の形態で説明した効果を得ることができる。
【０１９７】
　また、本発明はかかる上記実施の形態に限定されるものではなく、本発明の範囲を逸脱
することなく種々の変形または修正が可能である。
【０１９８】
　（実施の形態３）
　上記各実施の形態で示した動画像符号化方法または装置と、ＭＰＥＧ－２、ＭＰＥＧ４
－ＡＶＣ、ＶＣ－１など異なる規格に準拠した動画像符号化方法または装置とを、必要に
応じて適宜切替えることにより、映像データを生成することも可能である。
【０１９９】
　ここで、それぞれ異なる規格に準拠する複数の映像データを生成した場合、復号する際
に、それぞれの規格に対応した復号方法を選択する必要がある。しかしながら、復号する
映像データが、どの規格に準拠するものであるか識別できないため、適切な復号方法を選
択することができないという課題を生じる。
【０２００】
　この課題を解決するために、映像データに音声データなどを多重化した多重化データは
、映像データがどの規格に準拠するものであるかを示す識別情報を含む構成とする。上記
各実施の形態で示す動画像符号化方法または装置によって生成された映像データを含む多
重化データの具体的な構成を以下説明する。多重化データは、ＭＰＥＧ－２トランスポー
トストリーム形式のデジタルストリームである。
【０２０１】
　図２２は、多重化データの構成を示す図である。図２２に示すように多重化データは、
ビデオストリーム、オーディオストリーム、プレゼンテーショングラフィックスストリー
ム（ＰＧ）、インタラクティブグラフィックスストリームのうち、１つ以上を多重化する
ことで得られる。ビデオストリームは映画の主映像および副映像を、オーディオストリー
ム（ＩＧ）は映画の主音声部分とその主音声とミキシングする副音声を、プレゼンテーシ
ョングラフィックスストリームは、映画の字幕をそれぞれ示している。ここで主映像とは
画面に表示される通常の映像を示し、副映像とは主映像の中に小さな画面で表示する映像
のことである。また、インタラクティブグラフィックスストリームは、画面上にＧＵＩ部
品を配置することにより作成される対話画面を示している。ビデオストリームは、上記各
実施の形態で示した動画像符号化方法または装置、従来のＭＰＥＧ－２、ＭＰＥＧ４－Ａ
ＶＣ、ＶＣ－１などの規格に準拠した動画像符号化方法または装置によって符号化されて
いる。オーディオストリームは、ドルビーＡＣ－３、Ｄｏｌｂｙ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｐｌ
ｕｓ、ＭＬＰ、ＤＴＳ、ＤＴＳ－ＨＤ、または、リニアＰＣＭのなどの方式で符号化され
ている。
【０２０２】
　多重化データに含まれる各ストリームはＰＩＤによって識別される。例えば、映画の映
像に利用するビデオストリームには０ｘ１０１１が、オーディオストリームには０ｘ１１
００から０ｘ１１１Ｆまでが、プレゼンテーショングラフィックスには０ｘ１２００から
０ｘ１２１Ｆまでが、インタラクティブグラフィックスストリームには０ｘ１４００から
０ｘ１４１Ｆまでが、映画の副映像に利用するビデオストリームには０ｘ１Ｂ００から０
ｘ１Ｂ１Ｆまで、主音声とミキシングする副音声に利用するオーディオストリームには０
ｘ１Ａ００から０ｘ１Ａ１Ｆが、それぞれ割り当てられている。
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【０２０３】
　図２３は、多重化データがどのように多重化されるかを模式的に示す図である。まず、
複数のビデオフレームからなるビデオストリームex２３５、複数のオーディオフレームか
らなるオーディオストリームex２３８を、それぞれＰＥＳパケット列ex２３６およびex２
３９に変換し、ＴＳパケットex２３７およびex２４０に変換する。同じくプレゼンテーシ
ョングラフィックスストリームex２４１およびインタラクティブグラフィックスex２４４
のデータをそれぞれＰＥＳパケット列ex２４２およびex２４５に変換し、さらにＴＳパケ
ットex２４３およびex２４６に変換する。多重化データex２４７はこれらのＴＳパケット
を１本のストリームに多重化することで構成される。
【０２０４】
　図２４は、ＰＥＳパケット列に、ビデオストリームがどのように格納されるかをさらに
詳しく示している。図２４における第１段目はビデオストリームのビデオフレーム列を示
す。第２段目は、ＰＥＳパケット列を示す。図２４の矢印ｙｙ１，ｙｙ２，ｙｙ３，ｙｙ
４に示すように、ビデオストリームにおける複数のＶｉｄｅｏ　Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏ
ｎ　ＵｎｉｔであるＩピクチャ、Ｂピクチャ、Ｐピクチャは、ピクチャ毎に分割され、Ｐ
ＥＳパケットのペイロードに格納される。各ＰＥＳパケットはＰＥＳヘッダを持ち、ＰＥ
Ｓヘッダには、ピクチャの表示時刻であるＰＴＳ（Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　Ｔｉｍｅ
－Ｓｔａｍｐ）やピクチャの復号時刻であるＤＴＳ（Ｄｅｃｏｄｉｎｇ　Ｔｉｍｅ－Ｓｔ
ａｍｐ）が格納される。
【０２０５】
　図２５は、多重化データに最終的に書き込まれるＴＳパケットの形式を示している。Ｔ
Ｓパケットは、ストリームを識別するＰＩＤなどの情報を持つ４ＢｙｔｅのＴＳヘッダと
データを格納する１８４ＢｙｔｅのＴＳペイロードから構成される１８８Ｂｙｔｅ固定長
のパケットであり、上記ＰＥＳパケットは分割されＴＳペイロードに格納される。ＢＤ－
ＲＯＭの場合、ＴＳパケットには、４ＢｙｔｅのＴＰ＿Ｅｘｔｒａ＿Ｈｅａｄｅｒが付与
され、１９２Ｂｙｔｅのソースパケットを構成し、多重化データに書き込まれる。ＴＰ＿
Ｅｘｔｒａ＿ＨｅａｄｅｒにはＡＴＳ（Ａｒｒｉｖａｌ＿Ｔｉｍｅ＿Ｓｔａｍｐ）などの
情報が記載される。ＡＴＳは当該ＴＳパケットのデコーダのＰＩＤフィルタへの転送開始
時刻を示す。多重化データには図２５下段に示すようにソースパケットが並ぶこととなり
、多重化データの先頭からインクリメントする番号はＳＰＮ（ソースパケットナンバー）
と呼ばれる。
【０２０６】
　また、多重化データに含まれるＴＳパケットには、映像・音声・字幕などの各ストリー
ム以外にもＰＡＴ（Ｐｒｏｇｒａｍ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　Ｔａｂｌｅ）、ＰＭＴ（
Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｍａｐ　Ｔａｂｌｅ）、ＰＣＲ（Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｃｌｏｃｋ　Ｒｅｆ
ｅｒｅｎｃｅ）などがある。ＰＡＴは多重化データ中に利用されるＰＭＴのＰＩＤが何で
あるかを示し、ＰＡＴ自身のＰＩＤは０で登録される。ＰＭＴは、多重化データ中に含ま
れる映像・音声・字幕などの各ストリームのＰＩＤと各ＰＩＤに対応するストリームの属
性情報を持ち、また多重化データに関する各種デスクリプタを持つ。デスクリプタには多
重化データのコピーを許可・不許可を指示するコピーコントロール情報などがある。ＰＣ
Ｒは、ＡＴＳの時間軸であるＡＴＣ（Ａｒｒｉｖａｌ　Ｔｉｍｅ　Ｃｌｏｃｋ）とＰＴＳ
・ＤＴＳの時間軸であるＳＴＣ（Ｓｙｓｔｅｍ　Ｔｉｍｅ　Ｃｌｏｃｋ）の同期を取るた
めに、そのＰＣＲパケットがデコーダに転送されるＡＴＳに対応するＳＴＣ時間の情報を
持つ。
【０２０７】
　図２６はＰＭＴのデータ構造を詳しく説明する図である。ＰＭＴの先頭には、そのＰＭ
Ｔに含まれるデータの長さなどを記したＰＭＴヘッダが配置される。その後ろには、多重
化データに関するデスクリプタが複数配置される。上記コピーコントロール情報などが、
デスクリプタとして記載される。デスクリプタの後には、多重化データに含まれる各スト
リームに関するストリーム情報が複数配置される。ストリーム情報は、ストリームの圧縮
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コーデックなどを識別するためストリームタイプ、ストリームのＰＩＤ、ストリームの属
性情報（フレームレート、アスペクト比など）が記載されたストリームディスクリプタか
ら構成される。ストリームディスクリプタは多重化データに存在するストリームの数だけ
存在する。
【０２０８】
　記録媒体などに記録する場合には、上記多重化データは、多重化データ情報ファイルと
共に記録される。
【０２０９】
　多重化データ情報ファイルは、図２７に示すように多重化データの管理情報であり、多
重化データと１対１に対応し、多重化データ情報、ストリーム属性情報とエントリマップ
から構成される。
【０２１０】
　多重化データ情報は図２７に示すようにシステムレート、再生開始時刻、再生終了時刻
から構成されている。システムレートは多重化データの、後述するシステムターゲットデ
コーダのＰＩＤフィルタへの最大転送レートを示す。多重化データ中に含まれるＡＴＳの
間隔はシステムレート以下になるように設定されている。再生開始時刻は多重化データの
先頭のビデオフレームのＰＴＳであり、再生終了時刻は多重化データの終端のビデオフレ
ームのＰＴＳに１フレーム分の再生間隔を足したものが設定される。
【０２１１】
　ストリーム属性情報は図２８に示すように、多重化データに含まれる各ストリームにつ
いての属性情報が、ＰＩＤ毎に登録される。属性情報はビデオストリーム、オーディオス
トリーム、プレゼンテーショングラフィックスストリーム、インタラクティブグラフィッ
クスストリーム毎に異なる情報を持つ。ビデオストリーム属性情報は、そのビデオストリ
ームがどのような圧縮コーデックで圧縮されたか、ビデオストリームを構成する個々のピ
クチャデータの解像度がどれだけであるか、アスペクト比はどれだけであるか、フレーム
レートはどれだけであるかなどの情報を持つ。オーディオストリーム属性情報は、そのオ
ーディオストリームがどのような圧縮コーデックで圧縮されたか、そのオーディオストリ
ームに含まれるチャンネル数は何であるか、何の言語に対応するか、サンプリング周波数
がどれだけであるかなどの情報を持つ。これらの情報は、プレーヤが再生する前のデコー
ダの初期化などに利用される。
【０２１２】
　本実施の形態においては、上記多重化データのうち、ＰＭＴに含まれるストリームタイ
プを利用する。また、記録媒体に多重化データが記録されている場合には、多重化データ
情報に含まれる、ビデオストリーム属性情報を利用する。具体的には、上記各実施の形態
で示した動画像符号化方法または装置において、ＰＭＴに含まれるストリームタイプ、ま
たは、ビデオストリーム属性情報に対し、上記各実施の形態で示した動画像符号化方法ま
たは装置によって生成された映像データであることを示す固有の情報を設定するステップ
または手段を設ける。この構成により、上記各実施の形態で示した動画像符号化方法また
は装置によって生成した映像データと、他の規格に準拠する映像データとを識別すること
が可能になる。
【０２１３】
　また、本実施の形態における動画像復号化方法のステップを図２９に示す。ステップex
Ｓ１００において、多重化データからＰＭＴに含まれるストリームタイプ、または、多重
化データ情報に含まれるビデオストリーム属性情報を取得する。次に、ステップexＳ１０
１において、ストリームタイプ、または、ビデオストリーム属性情報が上記各実施の形態
で示した動画像符号化方法または装置によって生成された多重化データであることを示し
ているか否かを判断する。そして、ストリームタイプ、または、ビデオストリーム属性情
報が上記各実施の形態で示した動画像符号化方法または装置によって生成されたものであ
ると判断された場合には、ステップexＳ１０２において、上記各実施の形態で示した動画
像復号方法により復号を行う。また、ストリームタイプ、または、ビデオストリーム属性
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情報が、従来のＭＰＥＧ－２、ＭＰＥＧ４－ＡＶＣ、ＶＣ－１などの規格に準拠するもの
であることを示している場合には、ステップexＳ１０３において、従来の規格に準拠した
動画像復号方法により復号を行う。
【０２１４】
　このように、ストリームタイプ、または、ビデオストリーム属性情報に新たな固有値を
設定することにより、復号する際に、上記各実施の形態で示した動画像復号化方法または
装置で復号可能であるかを判断することができる。従って、異なる規格に準拠する多重化
データが入力された場合であっても、適切な復号化方法または装置を選択することができ
るため、エラーを生じることなく復号することが可能となる。また、本実施の形態で示し
た動画像符号化方法または装置、または、動画像復号方法または装置を、上述したいずれ
の機器・システムに用いることも可能である。
【０２１５】
　（実施の形態４）
　上記各実施の形態で示した動画像符号化方法および装置、動画像復号化方法および装置
は、典型的には集積回路であるＬＳＩで実現される。一例として、図３０に１チップ化さ
れたＬＳＩex５００の構成を示す。ＬＳＩex５００は、以下に説明する要素ex５０１、ex
５０２、ex５０３、ex５０４、ex５０５、ex５０６、ex５０７、ex５０８、ex５０９を備
え、各要素はバスex５１０を介して接続している。電源回路部ex５０５は電源がオン状態
の場合に各部に対して電力を供給することで動作可能な状態に起動する。
【０２１６】
　例えば符号化処理を行う場合には、ＬＳＩex５００は、ＣＰＵex５０２、メモリコント
ローラex５０３、ストリームコントローラex５０４、駆動周波数制御部ex５１２等を有す
る制御部ex５０１の制御に基づいて、ＡＶ　Ｉ／Ｏex５０９によりマイクex１１７やカメ
ラex１１３等からＡＶ信号を入力する。入力されたＡＶ信号は、一旦ＳＤＲＡＭ等の外部
のメモリex５１１に蓄積される。制御部ex５０１の制御に基づいて、蓄積したデータは処
理量や処理速度に応じて適宜複数回に分けるなどされ信号処理部ex５０７に送られ、信号
処理部ex５０７において音声信号の符号化および／または映像信号の符号化が行われる。
ここで映像信号の符号化処理は上記各実施の形態で説明した符号化処理である。信号処理
部ex５０７ではさらに、場合により符号化された音声データと符号化された映像データを
多重化するなどの処理を行い、ストリームＩ／Ｏex５０６から外部に出力する。この出力
された多重化データは、基地局ex１０７に向けて送信されたり、または記録メディアex２
１５に書き込まれたりする。なお、多重化する際には同期するよう、一旦バッファex５０
８にデータを蓄積するとよい。
【０２１７】
　なお、上記では、メモリex５１１がＬＳＩex５００の外部の構成として説明したが、Ｌ
ＳＩex５００の内部に含まれる構成であってもよい。バッファex５０８も１つに限ったも
のではなく、複数のバッファを備えていてもよい。また、ＬＳＩex５００は１チップ化さ
れてもよいし、複数チップ化されてもよい。
【０２１８】
　また、上記では、制御部ex５０１が、ＣＰＵex５０２、メモリコントローラex５０３、
ストリームコントローラex５０４、駆動周波数制御部ex５１２等を有するとしているが、
制御部ex５０１の構成は、この構成に限らない。例えば、信号処理部ex５０７がさらにＣ
ＰＵを備える構成であってもよい。信号処理部ex５０７の内部にもＣＰＵを設けることに
より、処理速度をより向上させることが可能になる。また、他の例として、ＣＰＵex５０
２が信号処理部ex５０７、または信号処理部ex５０７の一部である例えば音声信号処理部
を備える構成であってもよい。このような場合には、制御部ex５０１は、信号処理部ex５
０７、またはその一部を有するＣＰＵex５０２を備える構成となる。
【０２１９】
　なお、ここでは、ＬＳＩとしたが、集積度の違いにより、ＩＣ、システムＬＳＩ、スー
パーＬＳＩ、ウルトラＬＳＩと呼称されることもある。
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【０２２０】
　また、集積回路化の手法はＬＳＩに限るものではなく、専用回路または汎用プロセッサ
で実現してもよい。ＬＳＩ製造後に、プログラムすることが可能なＦＰＧＡ（Field Prog
rammable Gate Array）や、ＬＳＩ内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフ
ィギュラブル・プロセッサを利用してもよい。
【０２２１】
　さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりＬＳＩに置き換わる集積回路
化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。
バイオ技術の適応等が可能性としてありえる。
【０２２２】
　（実施の形態５）
　上記各実施の形態で示した動画像符号化方法または装置によって生成された映像データ
を復号する場合、従来のＭＰＥＧ－２、ＭＰＥＧ４－ＡＶＣ、ＶＣ－１などの規格に準拠
する映像データを復号する場合に比べ、処理量が増加することが考えられる。そのため、
ＬＳＩex５００において、従来の規格に準拠する映像データを復号する際のＣＰＵex５０
２の駆動周波数よりも高い駆動周波数に設定する必要がある。しかし、駆動周波数を高く
すると、消費電力が高くなるという課題が生じる。
【０２２３】
　この課題を解決するために、テレビex３００、ＬＳＩex５００などの動画像復号化装置
は、映像データがどの規格に準拠するものであるかを識別し、規格に応じて駆動周波数を
切替える構成とする。図３１は、本実施の形態における構成ex８００を示している。駆動
周波数切替え部ex８０３は、映像データが、上記各実施の形態で示した動画像符号化方法
または装置によって生成されたものである場合には、駆動周波数を高く設定する。そして
、上記各実施の形態で示した動画像復号化方法を実行する復号処理部ex８０１に対し、映
像データを復号するよう指示する。一方、映像データが、従来の規格に準拠する映像デー
タである場合には、映像データが、上記各実施の形態で示した動画像符号化方法または装
置によって生成されたものである場合に比べ、駆動周波数を低く設定する。そして、従来
の規格に準拠する復号処理部ex８０２に対し、映像データを復号するよう指示する。
【０２２４】
　より具体的には、駆動周波数切替え部ex８０３は、図３０のＣＰＵex５０２と駆動周波
数制御部ex５１２から構成される。また、上記各実施の形態で示した動画像復号化方法を
実行する復号処理部ex８０１、および、従来の規格に準拠する復号処理部ex８０２は、図
３０の信号処理部ex５０７に該当する。ＣＰＵex５０２は、映像データがどの規格に準拠
するものであるかを識別する。そして、ＣＰＵex５０２からの信号に基づいて、駆動周波
数制御部ex５１２は、駆動周波数を設定する。また、ＣＰＵex５０２からの信号に基づい
て、信号処理部ex５０７は、映像データの復号を行う。ここで、映像データの識別には、
例えば、実施の形態３で記載した識別情報を利用することが考えられる。識別情報に関し
ては、実施の形態３で記載したものに限られず、映像データがどの規格に準拠するか識別
できる情報であればよい。例えば、映像データがテレビに利用されるものであるか、ディ
スクに利用されるものであるかなどを識別する外部信号に基づいて、映像データがどの規
格に準拠するものであるか識別可能である場合には、このような外部信号に基づいて識別
してもよい。また、ＣＰＵex５０２における駆動周波数の選択は、例えば、図３３のよう
な映像データの規格と、駆動周波数とを対応付けたルックアップテーブルに基づいて行う
ことが考えられる。ルックアップテーブルを、バッファex５０８や、ＬＳＩの内部メモリ
に格納しておき、ＣＰＵex５０２がこのルックアップテーブルを参照することにより、駆
動周波数を選択することが可能である。
【０２２５】
　図３２は、本実施の形態の方法を実施するステップを示している。まず、ステップexＳ
２００では、信号処理部ex５０７において、多重化データから識別情報を取得する。次に
、ステップexＳ２０１では、ＣＰＵex５０２において、識別情報に基づいて映像データが
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上記各実施の形態で示した符号化方法または装置によって生成されたものであるか否かを
識別する。映像データが上記各実施の形態で示した符号化方法または装置によって生成さ
れたものである場合には、ステップexＳ２０２において、駆動周波数を高く設定する信号
を、ＣＰＵex５０２が駆動周波数制御部ex５１２に送る。そして、駆動周波数制御部ex５
１２において、高い駆動周波数に設定される。一方、従来のＭＰＥＧ－２、ＭＰＥＧ４－
ＡＶＣ、ＶＣ－１などの規格に準拠する映像データであることを示している場合には、ス
テップexＳ２０３において、駆動周波数を低く設定する信号を、ＣＰＵex５０２が駆動周
波数制御部ex５１２に送る。そして、駆動周波数制御部ex５１２において、映像データが
上記各実施の形態で示した符号化方法または装置によって生成されたものである場合に比
べ、低い駆動周波数に設定される。
【０２２６】
　さらに、駆動周波数の切替えに連動して、ＬＳＩex５００またはＬＳＩex５００を含む
装置に与える電圧を変更することにより、省電力効果をより高めることが可能である。例
えば、駆動周波数を低く設定する場合には、これに伴い、駆動周波数を高く設定している
場合に比べ、ＬＳＩex５００またはＬＳＩex５００を含む装置に与える電圧を低く設定す
ることが考えられる。
【０２２７】
　また、駆動周波数の設定方法は、復号する際の処理量が大きい場合に、駆動周波数を高
く設定し、復号する際の処理量が小さい場合に、駆動周波数を低く設定すればよく、上述
した設定方法に限らない。例えば、ＭＰＥＧ４－ＡＶＣ規格に準拠する映像データを復号
する処理量の方が、上記各実施の形態で示した動画像符号化方法または装置により生成さ
れた映像データを復号する処理量よりも大きい場合には、駆動周波数の設定を上述した場
合の逆にすることが考えられる。
【０２２８】
　さらに、駆動周波数の設定方法は、駆動周波数を低くする構成に限らない。例えば、識
別情報が、上記各実施の形態で示した動画像符号化方法または装置によって生成された映
像データであることを示している場合には、ＬＳＩex５００またはＬＳＩex５００を含む
装置に与える電圧を高く設定し、従来のＭＰＥＧ－２、ＭＰＥＧ４－ＡＶＣ、ＶＣ－１な
どの規格に準拠する映像データであることを示している場合には、ＬＳＩex５００または
ＬＳＩex５００を含む装置に与える電圧を低く設定することも考えられる。また、他の例
としては、識別情報が、上記各実施の形態で示した動画像符号化方法または装置によって
生成された映像データであることを示している場合には、ＣＰＵex５０２の駆動を停止さ
せることなく、従来のＭＰＥＧ－２、ＭＰＥＧ４－ＡＶＣ、ＶＣ－１などの規格に準拠す
る映像データであることを示している場合には、処理に余裕があるため、ＣＰＵex５０２
の駆動を一時停止させることも考えられる。識別情報が、上記各実施の形態で示した動画
像符号化方法または装置によって生成された映像データであることを示している場合であ
っても、処理に余裕があれば、ＣＰＵex５０２の駆動を一時停止させることも考えられる
。この場合は、従来のＭＰＥＧ－２、ＭＰＥＧ４－ＡＶＣ、ＶＣ－１などの規格に準拠す
る映像データであることを示している場合に比べて、停止時間を短く設定することが考え
られる。
【０２２９】
　このように、映像データが準拠する規格に応じて、駆動周波数を切替えることにより、
省電力化を図ることが可能になる。また、電池を用いてＬＳＩex５００またはＬＳＩex５
００を含む装置を駆動している場合には、省電力化に伴い、電池の寿命を長くすることが
可能である。
【０２３０】
　（実施の形態６）
　テレビや、携帯電話など、上述した機器・システムには、異なる規格に準拠する複数の
映像データが入力される場合がある。このように、異なる規格に準拠する複数の映像デー
タが入力された場合にも復号できるようにするために、ＬＳＩex５００の信号処理部ex５
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０７が複数の規格に対応している必要がある。しかし、それぞれの規格に対応する信号処
理部ex５０７を個別に用いると、ＬＳＩex５００の回路規模が大きくなり、また、コスト
が増加するという課題が生じる。
【０２３１】
　この課題を解決するために、上記各実施の形態で示した動画像復号方法を実行するため
の復号処理部と、従来のＭＰＥＧ－２、ＭＰＥＧ４－ＡＶＣ、ＶＣ－１などの規格に準拠
する復号処理部とを一部共有化する構成とする。この構成例を図３４Ａのex９００に示す
。例えば、上記各実施の形態で示した動画像復号方法と、ＭＰＥＧ４－ＡＶＣ規格に準拠
する動画像復号方法とは、エントロピー符号化、逆量子化、デブロッキング・フィルタ、
動き補償などの処理において処理内容が一部共通する。共通する処理内容については、Ｍ
ＰＥＧ４－ＡＶＣ規格に対応する復号処理部ex９０２を共有し、ＭＰＥＧ４－ＡＶＣ規格
に対応しない、本発明の一態様に特有の他の処理内容については、専用の復号処理部ex９
０１を用いるという構成が考えられる。復号処理部の共有化に関しては、共通する処理内
容については、上記各実施の形態で示した動画像復号化方法を実行するための復号処理部
を共有し、ＭＰＥＧ４－ＡＶＣ規格に特有の処理内容については、専用の復号処理部を用
いる構成であってもよい。
【０２３２】
　また、処理を一部共有化する他の例を図３４Ｂのex１０００に示す。この例では、本発
明の一態様に特有の処理内容に対応した専用の復号処理部ex１００１と、他の従来規格に
特有の処理内容に対応した専用の復号処理部ex１００２と、本発明の一態様に係る動画像
復号方法と他の従来規格の動画像復号方法とに共通する処理内容に対応した共用の復号処
理部ex１００３とを用いる構成としている。ここで、専用の復号処理部ex１００１、ex１
００２は、必ずしも本発明の一態様、または、他の従来規格に特有の処理内容に特化した
ものではなく、他の汎用処理を実行できるものであってもよい。また、本実施の形態の構
成を、ＬＳＩex５００で実装することも可能である。
【０２３３】
　このように、本発明の一態様に係る動画像復号方法と、従来の規格の動画像復号方法と
で共通する処理内容について、復号処理部を共有することにより、ＬＳＩの回路規模を小
さくし、かつ、コストを低減することが可能である。
【０２３４】
　以上、一つまたは複数の態様に係る画像符号化方法および画像復号方法について、実施
の形態に基づいて説明したが、本発明は、この実施の形態に限定されるものではない。本
発明の趣旨を逸脱しない限り、当業者が思いつく各種変形を本実施の形態に施したものや
、異なる実施の形態における構成要素を組み合わせて構築される形態も、一つまたは複数
の態様の範囲内に含まれてもよい。
【産業上の利用可能性】
【０２３５】
　本発明は、例えば画像符号化装置および画像復号装置などに適用でき、具体的には、テ
レビ、デジタルビデオレコーダー、カーナビゲーションシステム、携帯電話、デジタルス
チルカメラ及びデジタルビデオカメラ等の情報表示機器及び撮像機器などに利用可能であ
る。
【符号の説明】
【０２３６】
　１０，１００　　画像符号化装置
　２０，２００　　画像復号装置
　２１　　信号間隔設定部
　２２　　ＤＴＳ取得部
　２３　　判定部
　２４　　復号部
　１０１　　決定部



(39) JP 6538324 B2 2019.7.3

　１０２　　符号化部
　１０３　　生成部
　２０１　　取得部
　２０２　　復号部
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